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第9章 環境影響評価項目に関する環境の保全のための措置 

 

環境影響評価の検討の過程において講ずることとした環境保全措置は本章に示すとおりであ

る。また、環境保全措置の検討にあたっては、以下に示す考え方を基本とした。 

 

(1)環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避又は低減することを優先するもの

とし、これらの検討結果を踏まえ、必要な場合に本事業の実施により損なわれる環境要素

の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための代償措置を検討する。 

(2)環境保全措置の実施時期、実施期間等は計画の熟度に対応し、関係機関と連携を取りつつ

適切に選定する。 

(3)環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるか否かの検証等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、適切な措

置を講ずることとする。 
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9-1 大気環境 

9-1-1 大気質 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）又は鉄道施設（車

両基地）の供用による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質並びに粉じん等の影響を、事業者によ

り実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-1 に示す環境保全措置の検討を行っ

た。 

 

表 9-1-1(1) 大気環境（大気質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影
響 

検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

排出ガス
対策型建
設機械の
採用 

排出ガス対策
型建設機械を
使用する。また
必要に応じて
周辺環境への
影響を考慮し、
出来る限り二
次対策型又は
三次対策型の
機械を使用す
ることにより、
二酸化窒素及
び浮遊粒子状
物質の発生を
低減できる。 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定 

工事規模に合
わせて必要以
上の建設機械
の規格、配置
及び稼働とな
らないように
計画すること
で、二酸化窒素
及び浮遊粒子
状物質の発生
を低減できる。

低減 a なし なし 

建設機械
の使用時
における
配慮 

工事の実施に
あたって、高負
荷運転の防止、
アイドリング
ストップの推
進等により、二
酸化窒素及び
浮遊粒子状物
質の発生を低
減できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-1-1(2) 大気環境（大気質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

建設機械
の点検及
び整備に
よる性能
維持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検及び整
備により、建
設機械の性能
を維持するこ
とで、二酸化
窒素及び浮遊
粒子状物質の
発生を低減で
きる。 
 

低減 a なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

改変区域をで
きる限り小さ
くすることに
より、建設機
械の稼働を
小限に抑える
ことで、二酸
化窒素及び浮
遊粒子状物質
の発生を低減
できる。 
 

低減 ａ なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、二酸
化窒素及び浮
遊粒子状物質
の局地的な発
生を低減でき
る。 
 

低減 ａ なし なし 

揮発性有
機化合物
（以下、
「VOC」と
いう。）
の排出抑
制 

工事の実施に
おいて、低VOC
塗料等の使用
に努めること
で、浮遊粒子
状物質の生成
を 低 減 で き
る。 
 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-1-1(3) 大気環境（大気質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
点検及び
整備によ
る性能維
持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検や日々の点検
及び整備により、
資材及び機械の
運搬に用いる車
両の性能を維持
することで、二酸
化窒素及び浮遊
粒子状物質の発
生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

資材及び機械の
運搬に用いる車
両の運行ルート
の変更等を行う
ことにより、二酸
化窒素及び浮遊
粒子状物質の発
生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

環境負荷
低減を意
識した運
転の徹底 

資材及び機械の
運搬に用いる車
両の法定速度の
遵守、アイドリン
グストップ及び
急発進や急加速
の回避を始めと
したエコドライ
ブの徹底により、
二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質
の発生を低減で
きる。 

低減 ａ なし なし 

貨物列車
による発
生土の運
搬 

発生土を貨物列
車により運搬す
ることで、工事用
車両台数を低減
し、車両の運行に
よる二酸化窒素
及び浮遊粒子状
物質の発生を低
減できる。 

低減 ａ なし なし 

VOC の 排
出抑制 

工事の実施にお
いて、低VOC塗料
等の使用に努め
ることで、浮遊粒
子状物質の生成
を低減できる。 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-1-1(4) 大気環境（大気質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
車
両
基
地
）
の
供
用 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

省エネ型
ボイラー
の導入 

省エネ型ボイ
ラーを導入す
る こ と に よ
り、二酸化窒
素及び浮遊粒
子状物質の発
生を低減でき
る。 
 
 

低減 ａ なし なし 

排出ガス
処理施設
の点検及
び整備に
よる性能
維持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検及び整
備により、排
出ガス処理施
設を維持する
ことで、二酸
化窒素及び浮
遊粒子状物質
の発生を低減
できる。 
 
 

低減 ａ なし なし 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定

工事規模に合
わせて必要以
上の建設機械
の規格、配置
及び稼働とな
らないように
計画すること
で、粉じん等
の発生を低減
できる。 
 
 

低減 ａ なし なし 

工事現場
の清掃及
び散水 

工事現場の清
掃及び散水を
行うことで、
粉じん等の発
生を低減でき
る。 
 
 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-1-1(5) 大気環境（大気質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

仮囲いの
設置 

住居等周辺環
境を考慮した
仮囲いの高さ
の検討を行っ
たうえで仮囲
いを設置する
ことで、粉じ
ん等の拡散を
低減できる。
 
 
 

低減 ａ なし なし 

工事従事
者への講
習・指導 

建設機械の取
り扱いについ
て従業員への
指導を行うこ
とで、粉じん
等の発生を低
減できる。 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

改変区域をで
きる限り小さ
くすることに
より、建設機
械の稼働を
小限に抑える
ことで、粉じ
ん等の発生を
低減できる。
 
 
 

低減 ａ なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、粉じ
ん等の局地的
な発生を低減
できる。 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-1-1(6) 大気環境（大気質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

荷台への
防塵シー
ト敷設及
び散水 
 
 
 
 

荷台に防塵シ
ートを敷設す
るとともに散
水 す る こ と
で、粉じん等
の発生を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
出入り口
等の清掃、
散水及び
タイヤの
洗浄 
 
 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両の出入
り 口 等 の 清
掃、散水及び
タイヤの洗浄
を 行 う こ と
で、粉じん等
の発生を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により資材及
び機械の運搬
に用いる車両
が集中しない
ことで、粉じ
ん等の局地的
な発生を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-1-2 騒音 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）又は鉄道施設（換

気施設）の供用、列車の走行（地下を走行する場を除く。）による騒音の影響を、事業者に

より実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-2 に示す環境保全措置の検討を行

った。 

 

表 9-1-2(1) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

騒
音
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 
 

低騒音型
建設機械
の採用 

低騒音型建設機
械の採用によ
り、騒音の発生
を低減できる。

低減 a なし なし 

仮囲い・防
音シート
等の設置
による遮
音対策 

住居等周辺環境
を考慮した仮囲
い等の高さの検
討を行ったうえ
で仮囲い・防音
シート等を設置
することで、遮
音による騒音の
低減効果が見込
まれる。 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定 

工事規模に合わ
せて必要以上の
建設機械の規
格、配置及び稼
働とならないよ
うに計画するこ
とで、騒音の発
生を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

建設機械
の使用時
における
配慮 

建設機械の使用
にあたって、高
負荷運転の防
止、アイドリン
グストップの推
進等により、騒
音の発生を低減
できる。 

低減 a なし なし 

建設機械
の点検・整
備による
性能維持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検や日々の点
検・整備により
建設機械の性能
を維持すること
で、騒音の発生
を低減できる。

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-1-2(2) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要
素 

への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

騒
音
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 
 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、騒音の
局地的な発生
を低減できる。

低減 a なし なし 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

騒
音
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
点検・整備
による性
能維持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検・整備に
より資材及び
機械の運搬に
用いる車両の
性能を維持す
ることで、騒音
の発生を低減
できる。 

低減 
 

a なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両及び運
行ルートの貨
物列車運搬等
を含む更なる
分散等を行う
ことにより、車
両の集中によ
る局地的な騒
音の発生を低
減できる。 

低減 a なし なし 

環境負荷
低減を意
識した運
転の徹底 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両の法定
速度の遵守、急
発進や急加速
の回避を始め
としたエコド
ライブの徹底
により、発生す
る騒音を低減
できる。 

低減 a なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により資材及
び機械の運搬
に用いる車両
を集中させな
いことで、騒音
の局地的な発
生を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-1-2(3) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
換
気
施
設
）
の
供
用 

騒
音
の
発
生 

発生量
の低減 

環境対策
型換気施
設の採用 

環境対策型の換
気施設の設置を
検討・採用する
ことにより、騒
音の発生を低減
できる。 

低減 a なし なし 

騒音伝
搬の減
衰効果
の増大 

消音装置
の設置 

換気施設に消音
設備・多孔板を
設置すること
で、騒音を低減
できる。 

低減 a なし なし 

換気ダク
トの曲が
り部の設
置 

換気施設のダク
トに曲がり部を
設置することで
回折による減音
効果により、騒
音を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

発生量
の低減 

換気施設
の点検・整
備による
性能維持 

換気設備の異常
な騒音、ケーシ
ング内の異物の
混入の有無、据
付ボルトの緩
み、消音設備の
腐食の有無や目
詰まり状況の異
常等の検査に加
え、定期的に分
解検査を行い、
換気設備内部の
粉塵の堆積、腐
食の進行等の検
査を行うことに
より、換気施設
の性能を維持す
ることで、騒音
の発生を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

列
車
の
走
行 

騒
音
の
発
生 

騒音伝
搬の減
衰効果
の増大 

防音壁、防
音防災フ
ードの設
置 

騒音対策が必要
な区間へ防音
壁、防音防災フ
ードを設置する
ことにより、騒
音を低減でき
る。 

低減 a なし

防音壁又は防
音防災フード
を設置するこ
とにより、景
観・眺望の変化
及び日照阻害、
電波障害の影
響が生じる可
能性がある。 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-1-2(4) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

列
車
の
走
行 

騒
音
の
発
生 

発生量
の低減 

防音防災
フードの
目地の維
持管理の
徹底 

防音防災フード
間目地の取り付
けボルトの緩み
や目地材の腐食
の有無等の検査
を行い、検査結果
をもとに必要に
応じて、取り付け
ボルトの増締め
や目地材の交換
を行うことによ
り、その性能を維
持することで、騒
音の発生を低減
できる。 

低減 a なし なし 

桁間の目
地の維持
管理の徹
底 

桁間目地の目地材
の腐食や亀裂の有
無、取り付け状況
の確認等の検査を
行い、検査結果を
もとに必要に応じ
て、目地材の交換
等を行うことによ
り、その性能を維
持することで、騒
音の発生を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

騒音伝
搬の減
衰効果
の増大 

防音壁の
改良 

防音壁の嵩上げ
又は防音壁に吸
音機能を備える
ことで、騒音を低
減できる。 

低減 a なし 

防音壁を嵩上
げすることに
より、景観・眺
望の変化及び
日照阻害、電波
障害の影響が
生じる可能性
がある。 

受音点
側の低
減 

個別家屋
対策 

家屋の防音工事
等を行うことに
より、騒音の影響
を低減できる。 

低減 a なし なし 

沿線の土
地利用対
策 

新幹線計画と整
合した公共施設
（道路、公園、緑
地等）を配置する
等の土地利用対
策を推進するこ
とで、鉄道施設と
の距離を確保す
ることにより住
居等における騒
音を低減できる。

低減 b なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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9-1-3 振動 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）又は鉄道施設（換

気施設）の供用、列車の走行による振動の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又

は低減するために、表 9-1-3 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-3(1) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

振
動
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

低振動型
建設機械
の採用 

低振動型建設
機械の採用に
より、振動の発
生を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定 

工事規模に合
わせて必要以
上の建設機械
の規格、配置及
び稼働となら
ないように計
画することで、
振動の発生を
低減できる。 

低減 a なし なし 

建設機械
の使用時
における
配慮 

建設機械の使
用にあたって、
高負荷運転の
防止、アイドリ
ングストップ
の推進等によ
り、振動の発生
を低減できる。

低減 a なし なし 

建設機械
の点検・
整備によ
る性能維
持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検・整備に
より建設機械
の性能を維持
することで、振
動の発生を低
減できる。 

低減 a なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、振動の
局地的な発生
を低減できる。

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-1-3(2) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

振
動
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
点検・整
備による
性能維持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検・整備に
より資材及び
機械の運搬に
用いる車両の
性能を維持す
ることで、振動
の発生を低減
できる。 
 

低減 a なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両の運行
ルートの貨物
列車運搬等を
含む更なる分
散化等を行う
ことにより、車
両の集中によ
る局地的な振
動の発生を低
減できる。 
 

低減 a なし なし 

環境負荷
低減を意
識した運
転の徹底 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両の法定
速度の遵守、急
発進や急加速
の回避を始め
としたエコド
ライブの徹底
により、発生す
る振動を低減
できる。 
 

低減 a なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により資材及
び機械の運搬
に用いる車両
を集中させな
いことで、振動
の局地的な発
生を低減でき
る。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-1-3(3) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境
要素へ 
の影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
換
気
施
設
）
の
供
用 

振
動
の
発
生 

発生量
の低減 

環境対策
型換気施
設の採用 

環境対策型換気施設を
検討・採用することによ
り、振動の発生を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

振動伝
搬の減
衰効果
の増大 

防振装置
の設置 

換気施設内に防振ゴム
等の防振装置を設置す
ることにより、振動を低
減できる。 

低減 a なし なし 

発生量
の低減 

換気施設
の点検・
整備によ
る性能維
持 

換気設備の異常な振動、
ケーシング内の異物の
混入の有無、据付ボルト
の緩み、消音設備の腐食
の有無や目詰まり状況
の異常等の検査に加え、
定期的に分解検査を行
い、換気設備内部の粉塵
の堆積、腐食の進行等の
検査を行うことにより、
換気施設の性能を維持
することで、振動の発生
を低減できる。 

低減 a なし なし 

列
車
の
走
行 

振
動
の
発
生 

発生量
の低減 

桁支承部
の維持管
理の徹底 

桁支承の腐食や亀裂の
有無、取り付け状況の確
認、支承取り付け部分の
コンクリートのひび割
れの有無等の検査を行
い、検査結果をもとに必
要に応じて、支承や取り
付け部分のコンクリー
トの補修等を行うこと
により、その性能を維持
管理することで、振動の
発生を低減できる。 

低減 a なし なし 

ガイドウ
ェイの維
持管理の
徹底 

ガイドウェイの取り付
けボルトの緩みや取り
付け状況の確認、ガイド
ウェイコンクリートの
ひび割れ、欠け等の検査
を行い、検査結果をもと
に必要に応じて、取り付
けボルトの増締めやガ
イドウェイの補修、交換
等を行うことにより、そ
の性能を維持管理する
ことで、振動の発生を低
減できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-1-4 微気圧波 

列車の走行による微気圧波の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減する

ために、表 9-1-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-4(1) 大気環境（微気圧波）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

列
車
の
走
行 

微
気
圧
波
の
発
生 

発生量
の低減 

緩衝工の
設置 

微気圧波対策
が必要な箇所
であるトンネ
ル及び防音防
災フードの出
入口に、周辺の
住居分布等に
留意し、基準値
を満足できる
延長の緩衝工
を設置するこ
とにより、微気
圧波を低減で
きる。 
 
 
 

低減 a なし 

緩衝工を設置
することによ
り、景観・眺望
の変化、日照阻
害、電波障害の
影響が生じる
可能性がある。

緩衝工の
維持管理 

緩衝工の性能
を維持するた
め、開口部の飛
来物等による
閉塞の有無、開
口部の腐食の
有無等の検査
を行い、その結
果をもとに必
要に応じて、飛
来物の撤去や
開口部の補修
等を行うこと
で、微気圧波を
低減できる。 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-1-4(2) 大気環境（微気圧波）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

列
車
の
走
行 

微
気
圧
波
の
発
生 

振動伝
搬の減
衰効果
の増大 

多孔板の
設置 

微気圧波対策
が必要な箇所
である非常口
（都市部、山岳
部）及び地下駅
に、周辺の住居
分布等に留意
し、基準値を満
足できる延長
の多孔板を設
置することに
より、微気圧波
を低減できる。
 
 
 

低減 a なし なし 

多孔板の
維持管理 

多孔板の性能
を維持するた
め、目詰まりの
有無、多孔板の
腐食の有無、取
り付けボルト
の緩み等の検
査を行い、その
結果をもとに
必要に応じて、
目詰まりの除
去や多孔板の
交換、取り付け
ボルトの増締
め等を行うこ
とで、微気圧波
を低減できる。
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-1-5 低周波音 

鉄道施設（換気施設）の供用による低周波音の影響を、事業者により実行可能な範囲内で

回避又は低減するために、表 9-1-5 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-5 大気環境（低周波音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
換
気
施
設
）
の
供
用 

低
周
波
音
の
発
生 

発生量
の低減 

環境対策
型換気施
設の採用 

環境対策型の
換気設備を採
用することで、
低周波音の発
生を低減でき
る。 
 
 

低減 a なし なし 

低周波
音伝播
の減衰
効果の
増大 

消音装置
の設置 

換気施設に消
音設備・多孔板
を設置するこ
とで、換気施設
の稼働に伴い
発生する低周
波音を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

発生量
の低減 

換気施設
の点検・整
備による
性能維持 

換気設備の異
常な騒音や振
動、ケーシング
内の異物の混
入の有無、据付
ボルトの緩み、
消音設備の腐
食の有無や目
詰まり状況の
異常等の検査
に加え、定期的
に分解検査を
行い、換気設備
内部の粉塵の
堆積、腐食の進
行等の検査を
行うことによ
り、低周波音の
発生を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-2  水環境 

9-2-1 水質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工

事用道路の設置）及び鉄道施設（車両基地）の供用による水質の影響を、事業者により実行

可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-2-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-1(1) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

水
の
濁
り 

水の濁
りの低
減 
 

工事排水
の適切な
処理 

工事により発生
する濁水は必要
に応じ、発生水
量を考慮した処
理能力を有する
濁水処理設備を
設置し、法令に
基づく排水基準
等を踏まえ、沈
殿、濾過等、濁
りを低減させる
ための処理をし
たうえで排水す
ることで、公共
用水域への影響
を低減できる。
 

低減 a なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

工事に伴う改変
区域をできる限
り小さくするこ
とで、水の濁り
の発生を低減で
きる。 
 

低減 a なし なし 

仮締切工
の実施 

公共用水域内の
工事に際し止水
性の高い仮締切
工を行い、改変
により巻き上げ
られる浮遊物質
の周辺公共用水
域への流出を防
止することで、
水の濁りに係る
影響を低減でき
る。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-1(2) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素 
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

水
の
濁
り 

水の濁
りの低
減 
 

流路等の
切回しの
実施 

公共用水域内の
工事に際し流路
等の切回しを実
施することによ
り、改変により
巻き上げられる
浮遊物質の周辺
公共用水域への
流出を防止する
ことで、水の濁
りに係る影響を
低減できる。 
 
 

低減 a なし なし 

工事排水
の監視 

工事排水の水の
濁りを監視し、
処理状況を定期
的に確認するこ
とで、水質管理
を徹底すること
ができる。 
 
 
 

低減 a なし なし 

処理設備
の点検・整
備による
性能維持 

処理設備を設置
する場合は、点
検・整備を確実
に行い、性能を
維持することに
より、工事排水
の処理を徹底す
ることができ
る。 
 
 
 

低減 a なし なし 

水の濁
りの回
避又は
低減 
 

下水道へ
の排水 

下水道の利用が
可能な地域で
は、必要に応じ
て処理を行い、
下水道へ排水す
ることで、公共
用水域への影響
を回避又は低減
できる。 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-1(3) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素 
への影響 

工
事
の
実
施 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事 

水
の
濁
り 

水の濁
りの低
減 

工事排水
の適切な
処理 

工事により発生
する濁水は、発
生水量を考慮し
た処理能力を有
する濁水処理設
備を設置し、法
令に基づく排水
基準等を踏ま
え、沈殿、濾過
等、濁りを低減
させるための処
理をしたうえで
排水すること
で、公共用水域
への影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

工事排水
の監視 

工事排水の水の
濁りを監視し、
処理状況を定期
的に確認するこ
とで、水質管理
を徹底すること
ができる。 

低減 a なし なし 

処理設備
の点検・整
備による
性能維持 

処理設備を設置
する場合は、点
検・整備を確実
に行い、性能を
維持することに
より、工事排水
の処理を徹底す
ることができ
る。 

低減 a なし なし 

水の濁
りの回
避又は
低減 

下水道へ
の排水 

下水道の利用が
可能な地域で
は、必要に応じ
て処理を行い、
下水道へ排水す
ることで、公共
用水域への影響
を回避又は低減
できる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-1(4) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素 
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

水
の
濁
り 

水の濁
りの低
減 

工事排水
の適切な
処理 

工事により発生
する濁水は必要
に応じ、発生水
量を考慮した処
理能力を有する
濁水処理設備を
設置し、法令に
基づく排水基準
等を踏まえ、沈
殿、濾過等、濁
りを低減させる
ための処理をし
たうえで排水す
ることで、公共
用水域への影響
を低減できる。

低減 a なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

工事に伴う改変
区域をできる限
り小さくするこ
とで、水の濁り
の発生を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

工事排水
の監視 

工事排水の水の
濁りを監視し、
処理状況を定期
的に確認するこ
とで、水質管理
を徹底すること
ができる。 

低減 a なし なし 

処理設備
の点検・整
備による
性能維持 

処理設備を設置
する場合は、点
検・整備を確実
に行い、性能を
維持することに
より、工事排水
の処理を徹底す
ることができ
る。 

低減 a なし なし 

水の濁
りの回
避又は
低減 

下水道へ
の排水 

下水道の利用が
可能な地域で
は、必要に応じ
て処理を行い、
下水道へ排水す
ることで、公共
用水域への影響
を回避又は低減
できる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 

  



 9-22

 

表 9-2-1(5) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

水
の
汚
れ 

水の汚
れの低
減 

工事排水
の適切な
処理 

工事により発生
するアルカリ排
水、自然由来の
重金属に汚染さ
れた排水、酸性
化排水は、法令
に基づく排水基
準等を踏まえ、
pH値の改善を図
るための処理等
をしたうえで排
水することで、
公共用水域への
影響を低減でき
る。 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

工事に伴う改変
区域をできる限
り小さくするこ
とで、水の汚れ
の発生を低減で
きる。 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

仮締切工
の実施 

公共用水域内の
工事に際し止水
性の高い仮締切
工を行い、コン
クリート打設に
より発生するア
ルカリ排水の周
辺公共用水域へ
の流出を防止す
ることで、水の
汚れに係る影響
を低減できる。
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-1(6) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素 
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

水
の
汚
れ 

水の汚
れの低
減 

流路等の
切回しの
実施 

公共用水域内の
工事に際し流路
等の切回しを行
い、コンクリー
ト打設により発
生するアルカリ
排水の周辺公共
用水域への流出
を防止すること
で、水の汚れに
係る影響を低減
できる。 
 
 

低減 a なし なし 

工事排水
の監視 

工事排水の水の
汚れを監視し、
処理状況を定期
的に確認するこ
とで、水質管理
を徹底すること
ができる。 
 
 

低減 a なし なし 

処理設備
の点検・整
備による
性能維持 

処理設備を設置
する場合は、点
検・整備を確実
に行い、性能を
維持することに
より、工事排水
の処理を徹底す
ることができ
る。 
 
 

低減 a なし なし 

水の汚
れの回
避又は
低減 

下水道へ
の排水 

下水道の利用が
可能な地域で
は、必要に応じ
て処理を行い、
下水道へ排水す
ることで、公共
用水域への影響
を回避又は低減
できる。 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-1(7) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事 

水
の
汚
れ 

水の汚
れの低
減 

工事排水
の適切な
処理 

工事により発生
するアルカリ排
水、自然由来の
重金属に汚染さ
れた排水、酸性
化排水は、法令
に基づく排水基
準等を踏まえ、
pH値の改善を図
るための処理等
をしたうえで排
水することで、
公共用水域への
影響を低減でき
る。 
 
 

低減 a なし なし 

工事排水
の監視 

工事排水の水の
汚れを監視し、
処理状況を定期
的に確認するこ
とで、水質管理
を徹底すること
ができる。 
 
 

低減 a なし なし 

処理設備
の点検・整
備による
性能維持 

処理設備を設置
する場合は、点
検・整備を確実
に行い、性能を
維持することに
より、工事排水
の処理を徹底す
ることができ
る。 
 
 

低減 a なし なし 

水の汚
れの回
避又は
低減 

下水道へ
の排水 

下水道の利用が
可能な地域で
は、必要に応じ
て処理を行い、
下水道へ排水す
ることで、公共
用水域への影響
を回避又は低減
できる。 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-2-1(8) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素 
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
車
両
基
地
）
の
供
用 

水
の
汚
れ 

水の汚
れの低
減 

鉄道施設
からの排
水の適切
な処理 

鉄道施設（車両
基地）から排出
する水は、発生
水量を考慮した
浄化槽を設置
し、法令に基づ
く排出基準を踏
まえ、活性汚泥
処理等のBOD、全
窒素及び全燐を
低減させるため
の処理をしたう
えで排水するこ
とで、公共用水
域への影響を低
減できる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

処理設備
の点検・整
備による
性能維持 

処理設備を設置
する場合は、点
検・整備を確実
に行い、性能を
維持することに
より、工事排水
の処理を徹底す
ることができ
る。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

使用水量
の節約（節
水） 
 
 
 
 
 

鉄道施設（車両
基地）の使用水
量を節水するこ
とで、排水量が
減り、公共用水
域への影響を低
減できる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-2-2 水底の底質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去）による水底の底質の影響を、事業者によ

り実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-2-2 に示す環境保全措置の検討を行っ

た。 

 

表 9-2-2 水環境（水底の底質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

水
底
の
底
質
の
変
化 

水底の
底質の
保全 

河川内工
事におけ
る工事排
水の適切
な処理 

河川内工事にお
いて工事により
排出する水は、
必要に応じて水
質の改善を図る
ための処理をし
たうえで排水す
ることで、水底
の底質への影響
を低減できる。
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-2-3 地下水 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）又は鉄道施設（トンネ

ル、駅）の存在、供用による地下水の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低

減するために、表 9-2-3 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-3(1) 水環境（地下水）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
鉄
道
施
設
（
駅
）
の
存
在 

地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水
の 水
質・水
位への
影響の
低減 

止水性の
高い山留
め工法等
の採用 

地下水の水位の
低下を抑制する
ことにより影響
を低減できる。
 
 
 
 

低減 a なし なし 

地下水の
継続的な
監視 

地下水の水位、
水質の継続的な
観測を行うこと
で、周辺環境に
影響を与える前
に、対策を実施
して地下水の影
響 を 低 減 で き
る。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

薬液注入
工法にお
ける指針
の順守 

薬液注入工法を
施 工 す る 際 は
「薬液注入工法
による建設工事
の施工に関する
暫定指針」（昭和
49 年 7 月 、 建 設
省）に基づき適切
に実施することで
地下水の水質へ
の影響を低減で
きる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-3(2) 水環境（地下水）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素 
への影響 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
）
の
存
在 

地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水
の水質 
・水位
への影
響の低
減 

薬液注入
工法にお
ける指針
の順守 

薬液注入工法を
施 工 す る 際 は
「薬液注入工法に
よ る 建 設 工 事 の
施工に関する暫
定指針」（昭和49
年7月、建設省）
に基づき適 切に
実施することで地
下水の水質への
影 響 を 低 減 で き
る。 
 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

適切な構
造及び工
法の採用 

地下水の水位の
低下を抑制する
ことにより影響
を低減できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-2-4 水資源 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）又は鉄道施設（トンネ

ル、駅）の存在による水資源の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減する

ために、表 9-2-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-4(1) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
及
び
鉄
道
施
設
（
駅
）
の
存
在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源
利用へ
の影響
の低減 

工事排水の
適切な処理 

工事により発
生する濁水は
必要に応じて
沈殿・濾過・中
和等の対策に
より、法令等に
基づく排水基
準等を踏まえ、
水質の改善を
図るための処
理をしたうえ
で排出するこ
とで、公共用水
域への影響を
低減できる。 
 
 

低減 a なし なし 

工事排水の
監視 

工事排水の水
の濁りを監視
し、処理状況を
定期的に確認
することで、水
質管理を徹底
することがで
きる。 
 
 
 

低減 a なし なし 

処理設備の
点検・整備に
よる性能維
持 

処理設備を設
置する場合は、
点検・整備を確
実に行い、性能
を維持するこ
とにより、工事
排水の処理を
徹底すること
ができる。 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-4(2) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
及
び
鉄
道
施
設
（
駅
）
の
存
在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源
利用へ
の影響
の低減 

止水性の高
い山留め工
法等の採用 

地下水の水位
の低下を抑制
することによ
り影響を低減
できる。 
 

低減 a なし なし 

地下水の継
続的な監視 

観測井戸を設
置するなど、工
事着手前から
のモニタリン
グとして、地下
水の水位、水質
の継続的な観
測を行うこと
で、地下水に変
化が生じて周
辺環境に影響
を与える前に、
対策を実施し
てその影響を
低減できる。 
 

低減 a なし なし 

水資源
利用へ
の影響
の回避
又は低
減 

下水道への
排水 

下水道の利用
が可能な地域
では、下水道へ
排水すること
で、公共用水域
への影響を回
避又は低減で
きる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事
及
び
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
）

の
存
在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源
の影響
を低減 
 

工事排水の
適切な処理 

工事により排
出する濁水は
必要に応じて
沈殿・濾過・中
和等の対策に
より、法令等に
基づく排水基
準等を踏まえ、
水質の改善を
図るための処
理をしたうえ
で排出するこ
とで、公共用水
域への影響を
低減できる。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-4(3) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事
及
び
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
）
の
存
在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源
の影響
を低減 
 

工事排水の
監視 

工事排水の水
質を監視し、処
理状況を定期
的に確認する
ことで、水質管
理を徹底する
ことができる。
 
 

低減 a なし なし 

処理設備の
点検・整備に
よる性能維
持 

処理設備を設
置する場合は、
点検・整備を確
実に行い、性能
を維持するこ
とにより、工事
排水の処理を
徹底すること
ができる。 
 
 

低減 a なし なし 

適切な構造
及び工法の
採用 

工事の施工に
先立ち地質、地
下水の調査を
実施し、覆工コ
ンクリート、防
水シートの設
置等を行うと
ともに、必要に
応じて薬液注
入工を実施す
ることなどに
より、影響を低
減できる。 

低減 a なし なし 

薬液注入工
法における
指針の順守 

薬液注入工法
を施工する際
は「薬液注入工
法による建設
工事の施工に
関する暫定指
針」（昭和49
年7月、建設省）
に基づき適切
に実施するこ
とで地下水の
水質への影響
を低減できる。
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-4(4) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事
及
び
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
）
の
存
在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源
の影響
を低減 
 

地下水の継
続的な監視 

非常口（都市
部）及び山岳ト
ンネルは、観測
井戸を設置す
る等、工事着手
前からのモニ
タリングとし
て、地下水の水
位、水質の継続
的な観測を行
うことで、地下
水に変化が生
じて周辺環境
に影響を与え
る前に、対策の
実施をしてそ
の影響を低減
できる。 
 
 

低減 a なし なし 

応急措置の
体制整備 

地下水等の監
視の状況から
地下水低下等
の傾向がみら
れた場合に、速
やかに給水設
備等を確保す
る体制を整え
ることで、水資
源の継続的な
利用への影響
を低減できる。
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-2-4(5) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事
及
び
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
）
の
存
在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源
の影響
を代償 
 

代替水源の
確保 

他の環境保全
措置を実施し
た上で、水量の
不足等重要な
水源の機能を
確保できなく
なった場合は、
代償措置とし
て、水源の周辺
地域において
その他の水源
を確保するこ
とで、水資源の
利用への影響
を代償できる。
なお、本措置に
ついては、他の
トンネル工事
においても実
績があること
から確実な効
果が見込まれ
る。 
 
 
 
 
 

代償 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3  土壌環境・その他 

9-3-1 重要な地形及び地質 

工事の実施（工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又

は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、変電施設）の存在による重要な地形及び地質、傾斜地の

安定性への影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-1 に

示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-1(1) 土壌環境（重要な地形及び地質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影
響 

検討の 
視点 

環境 
保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な
地形及
び地質
への影
響の回
避又は
低減 

地形の
改変区
域をで
きる限
り小さ
くした
工事施
工ヤー
ド及び
工事用
道路の
計画 

工事施工ヤードの
計画において、現
地の地形や周辺構
造物、建設機械の
動線等を勘案し
て、できる限りコ
ンパクトな建設機
械や設備等を用い
るとともに、ヤー
ドの重層化や構造
物のプレキャスト
化等、必要とする
ヤード面積を抑え
る工法を検討す
る。工事用道路の
計画においても、
計画地に応じて工
事用車両の進入路
を桟橋構造とする
等、地形の改変区
域をできる限り小
さくする計画とす
ることで、重要な
地形及び地質への
影響を回避又は低
減できる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

地形の
改変区
域をで
きる限
り小さ
くする
工法又
は構造
の採用 

地形の改変区域を
できる限り小さく
するための工法又
は構造を採用する
ことで、重要な地
形及び地質の影響
を回避又は低減で
きる。 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 

  



 9-35

 

表 9-3-1(2) 土壌環境（重要な地形及び地質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影
響 

検討の 
視点 

環境 
保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上

式
、
駅
、
非
常
口
（
山
岳
部
）
、
変
電
施
設
）
の
存
在

地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な
地形及
び地質
への影
響の回
避又は
低減 

地形の
改変区
域をで
きる限
り小さ
くした
鉄道施
設の構
造の選
定 

工事に先立ち、地
形及び地質等の詳
細な調査を実施
し、地域の特性を
より詳細に把握し
たうえで、地形の
改変区域をできる
限り小さくした鉄
道施設の構造を選
定することで、重
要な地形及び地質
への影響を回避又
は低減できる。 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

鉄
道
施
設
（
車
両
基
地
、
非
常
口
（
都
市
部
）
）
の
存
在 

傾
斜
地
の
安
定
性
へ
の
影
響 

傾斜地
の安定
性への
影響の
回避又
は低減 

地盤改
良及び
補強材
の適切
な配置

車両基地の盛土部
においては、ロー
ム層等の地盤改良
や補強材の配置を
することで、傾斜
地の安定性への影
響を回避又は低減
できる。 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

法面等
の防護

法面等は、必要に
応じて植栽工、擁
壁工、コンクリー
ト吹付工及びグラ
ウンドアンカー工
等により適切に防
護することで、傾
斜地の安定性への
影響を回避又は低
減できる。 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3-2 地盤沈下 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）又は鉄道施設（都市ト

ンネル、非常口(都市間)、駅）の存在による地盤沈下の影響を、事業者により実行可能な範

囲内で回避又は低減するために、表 9-3-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-2(1) 土壌環境（地盤沈下）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影
響 

検討の 
視点 

環境 
保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
鉄
道
施
設
（
駅
）
の
存
在 

地
盤
沈
下
の
発
生 

地盤沈
下の低
減 

止水性
の高い
山留め
工法等
の採用 

地下水の水位低下
を抑制することに
より影響を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

地下水
等の継
続的な
監視 

必要に応じて対策
を実施することに
より影響を低減で
きる。 
 

低減 a なし なし 

防水シ
ート等
の止水
対策の
採用 

地下水の水位低下
を抑制することに
より影響を低減で
きる。 
 

低減 a なし なし 

地質の
状況等
に応じ
た山留
め工法
等の採
用 

地質の状況等に応
じた剛性の高い山
留め工法等の採用
により、地山の安
定を確保すること
で、地盤への影響
を低減できる。 
 

低減 a なし なし 

山留め
材及び
周辺地
盤の計
測管理 

山留め材の変形量
や周辺地盤の計測
管理を行うこと
で、地盤に有害な
変形が生じて周辺
環境に影響を与え
る前に、対策の実
施をしてその影響
を低減できる。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-3-2(2) 土壌環境（地盤沈下）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影
響 

検討の 
視点 

環境 
保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
鉄
道
施
設
（
都
市
ト
ン
ネ
ル
、 

非
常
口(

都
市
部)

）
の
存
在 

地
盤
沈
下
の
発
生 

地盤沈
下の低
減 

適切な
構造及
び工法
の採用

地山・地盤の安定
の確保及び地下水
の水位低下を低減
することにより影
響を低減できる。
 
 

低減 a なし なし 

地下水
等の継
続的な
監視 

必要に応じて対策
を実施することに
より影響を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

地質の
状況等
に応じ
た山留
め工法
等の採
用 

地質の状況等に応
じた剛性の高い山
留め工法等の採用
により、地山の安
定を確保すること
で、地盤への影響
を低減できる。 
 
 

低減 a なし なし 

山留め
材及び
周辺地
盤の計
測管理

山留め材の変形量
や周辺地盤の計測
管理を行うこと
で、地盤に有害な
変形が生じて周辺
環境に影響を与え
る前に、対策の実
施をしてその影響
を低減できる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3-3 土壌汚染 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）による土壌汚染の影響

を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-3 に示す環境保全措

置の検討を行った。 

 

表 9-3-3(1) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚
染の回
避 

有害物質
の有無の
確認と汚
染土壌の
適切な処
理 

汚染のおそれがある土
壌に遭遇した場合は、
有害物質の有無を確認
する。土壌汚染が明ら
かとなった際には、関
連法令等に基づき対象
物質の種類や含有状況
等に合わせた処理、処
分を行うことで、土壌
汚染を回避できる。 

回避 a なし なし 

仮置場に
おける発
生土の適
切な管理 

発生土の仮置き場にシ
ート覆いを設置する等
の管理を行うことで、
重金属等の有無を確認
するまでの間の雨水等
による重金属等の流出
を防止し、土壌汚染を
回避できる。 

回避 a なし なし 

工事排水
の適切な
処理 

工事排水について、処
理施設により法令に基
づく排水基準等を踏ま
え、水質の改善を図る
ための処理をしたうえ
で排水することで、土
壌汚染を回避できる。

回避 a なし なし 

薬液注入
工法にお
ける指針
の順守 

薬液注入工法を施工す
る際は「薬液注入工法
による建設工事の施工
に関する暫定指針」に
基づき実施すること
で、土壌汚染を回避で
きる。 

回避 a なし なし 

発生土を
有効利用
する事業
者への土
壌汚染に
関する情
報提供の
徹底 

発生土を他事業におい
て有効利用するにあた
っては、当該事業者が
発生土の管理方法につ
いて判断できるよう
に、発生土の自然由来
重金属の含有状況等に
係る情報提供を徹底す
ることで、二次的な土
壌汚染を回避できる。

回避 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-3-3(2) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土 壌 汚
染 の 回
避 

発生土に
含まれる
重金属等
の定期的
な調査 

発生土に含まれる重
金属等の有無を定期
的に確認し、指定基準
に適合しない発生土
及び酸性化のおそれ
のある発生土は、選別
して対象物質の種類
や含有状況等に合わ
せた現場管理を行う
とともに、関連法令等
に基づき処理、処分を
行うことで、土壌汚染
を回避できる。 

回避 a なし なし 

仮置場に
おける発
生土の適
切な管理 

発生土の仮置き場に
シート覆いを設置す
る等の管理を行うこ
とで、重金属等の有無
を確認するまでの間
の雨水等による重金
属等の流出を防止し、
土壌汚染を回避でき
る。 

回避 a なし なし 

工事排水
の適切な
処理 

工事排水について、処
理施設により法令に
基づく排水基準等を
踏まえ、水質の改善を
図るための処理をし
たうえで排水するこ
とで、土壌汚染を回避
できる。 

回避 a なし なし 

薬液注入
工法にお
ける指針
の順守 

薬液注入工法を施工
する際は「薬液注入工
法による建設工事の
施工に関する暫定指
針」に基づき実施する
ことで、土壌汚染を回
避できる。 

回避 a なし なし 

発生土を
有効利用
する事業
者への土
壌汚染に
関する情
報提供の
徹底 

発生土を他事業にお
いて有効利用するに
あたっては、当該事業
者が発生土の管理方
法について判断でき
るように、発生土の自
然由来重金属の含有
状況等に係る情報提
供を徹底することで、
二次的な土壌汚染を
回避できる。 

回避 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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9-3-4 日照阻害 

鉄道施設（嵩上式、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による日照阻害の影響を、事

業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-4 に示す環境保全措置の検

討を行った。 

 

表 9-3-4 その他（日照阻害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
嵩
上
式
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

日
照
阻
害
の
発
生 

日照阻
害の発
生の回
避又は
低減 

鉄道施設
（嵩上式）
の構造物
の形式・配
置等の工
夫 

鉄道施設（嵩上
式）の構造物の
形式・配置等の
工夫又は防音
防災フード区
間を短くする
ことにより、桁
下空間の確保
又は構造物高
さの低減を行
うことで、日照
阻害を回避又
は低減できる。
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

鉄道施設
（車両基
地、換気施
設、変電施
設）の配置
等の工夫 

鉄道施設（車両
基地、換気施
設、変電施設）
の配置等の工
夫により保全
施設等との距
離を確保する
ことで、日照阻
害を回避又は
低減できる。 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3-5 電波障害 

鉄道施設（嵩上式、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による電波障害の影響を、事

業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-5 に示す環境保全措置の検

討を行った。 

 

表 9-3-5(1) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
嵩
上
式
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

電
波
障
害
の
発
生 

電波障
害の発
生の回
避又は
低減 

受信施設
の移設又
は改良 

受信施設の移
設又は改良に
より、電波障害
の影響を回避
又は低減でき
る。 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

電波障
害の発
生の回
避 

鉄道施設
（車両基
地、換気
施設、変
電施設）
の配置等
の工夫 

鉄道施設（車両
基地、換気施
設、変電施設）
の配置及び形
状等の工夫に
より、電波障害
の影響を回避
できる。 
 
 

回避 a なし なし 

鉄道施設
（ 嵩 上
式）の構
造物の形
式・配置
等の工夫 

鉄道施設（嵩上
式）の構造物の
形式・配置等の
工夫で桁高の
検討及び桁下
の空間を確保
することによ
り、電波障害の
影響を回避で
きる。 
 
 

回避
 

a なし なし 

電波障
害の発
生の回
避又は
低減 

共同受信
施設の設
置 

共同受信施設
の設置により、
電波障害の影
響を回避又は
低減できる。 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-3-5(2) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
嵩
上
式
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

電
波
障
害
の
発
生 

電波障
害の発
生の回
避又は
低減 

個別受信
施設の設
置 

個別受信施設
の設置により、
電波障害の影
響を回避又は
低減できる。 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

有線テレ
ビジョン
放送の活
用 

有線テレビジ
ョン放送の活
用により、電波
障害の影響を
回避又は低減
できる。 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

指針等に
基づく改
善策の実
施 

「公共施設の
設置に起因す
るテレビジョ
ン電波受信障
害により生じ
る損害等に係
る費用負担に
ついて」に基づ
き、改善策を適
切に実施する
ことにより、電
波障害の影響
を回避又は低
減できる。 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3-6 文化財 

鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、変電施設）の存在によ

る文化財の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-6 に

示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-6(1) その他（文化財）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財
への影
響の低
減 

指定等文
化財の取
扱いに関
する関係
機関との
協議 

改変の可能性
のある区域内
に存在する指
定 等 文 化 財
は、工事の着
手前に関係機
関と協議のう
え、移設等取
扱いを適切に
決定すること
で指定等文化
財への影響を
低減できる。
 
 
 

低減 a なし なし 

文化財
への影
響の回
避又は
低減 

適切な構
造及び工
法 の 検
討・採用

必要な範囲で
地上への仮設
物の設置や橋
脚の設置を避
ける等、文化
財の状況に応
じた構造、工
法 等 を 検 討
し、採用する
ことで、埋蔵
文化財への影
響を回避又は
低減できる。
 
 
 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-3-6(2) その他（文化財）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置 
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財
への影
響の回
避又は
低減 

試掘・確
認調査及
び発掘調
査の実施 

事前に埋蔵文
化財の範囲及
び性格等を明
らかにし、自
治体等関係機
関との調整の
うえ、必要と
なる届出を行
い、試掘・確
認調査を実施
したうえで、
必要により文
化財としての
価値を後世に
継承するため
に発掘調査を
実施する。こ
れらにより、
文化財が記録
保存され、影
響を回避又は
低減できる。
 
 
 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

遺跡の発
見に関す
る届出及
び関係機
関との協
議・対処 

法 令 に 基 づ
き、調査中及
び工事中に新
たに遺跡を発
見したときに
は、その旨を
教育委員会へ
届出をし、そ
の後の取扱い
は関係機関と
協議を行い対
処する。これ
らにより、埋
蔵文化財への
影響を回避又
は 低 減 で き
る。 
 
 
 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3-7 磁界 

列車の走行（地下を走行する場合を除く。）による磁界は「特殊鉄道に関する技術上の基

準を定める告示の解釈基準」に基づく基準値よりも十分小さく、事業者により実行可能な範

囲内で磁界の影響を回避又は低減していることから、特段の環境保全措置は行わないことと

した。 

 

9-3-8 地域分断 

鉄道施設（車両基地）の存在による地域分断の影響を、事業者により実行可能な範囲内で

回避又は低減するために、表 9-3-7 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-7 その他（地域分断）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
車
両
基
地
）
の
存
在 

地
域
分
断 

交通経
路の確
保 

既存道路
機能の確
保 

既存道路の切り
回し等により既
存道路の機能を
確保できる。 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3-9 安全（危険物等） 

鉄道施設（駅、車両基地、変電施設）の供用及び列車の走行（地下を走行する場合を除く。）

による危険物等の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 

9-3-8 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-8 その他（安全（危険物等））に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要
素 

への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
供
用
及
び
列
車
の
走
行
（
地
下
を
走
行
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

危
険
物
等
に
よ
る
災
害
の
発
生 

災害予
防及び
災害拡
大防止 

保安体制
の確立 

保安管理、設備
管理、運転管理
等の組織化、保
安管理システム
構築等を行うこ
とで、災害予防
の効果が見込ま
れる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

維持管理
の適切な
実施 

危険物等を取扱
う設備を法令上
の定めによる定
期 的 な 点 検 や
日々の点検及び
整備により維持
管 理 す る こ と
で、災害予防の
効果が見込まれ
る。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

危険物等
に関する
教育 

危険物等を取扱
う設備を使用す
る 社 員 等 に 対
し、危険物等に
関する教育を行
うことで、災害
予防の効果が見
込まれる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

自衛消防
組織の設
置 

災害時の初期活
動及び応急対策
を円滑に行うこ
とを目的として
設置するため、
災害拡大防止の
効果が見込まれ
る。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-3-10 安全（交通） 

工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）又は鉄道施設（駅、車両基地）の

供用による安全（交通）への影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するた

めに、表 9-3-9 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-9(1) その他（安全（交通））に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

交
通
量
、
交
通
流
へ
の
影
響 

交通量、
交通流
への影
響の低
減 

貨物列車
による発
生土の運
搬 

発生土を貨物
列車により運
搬することで、
工事用車両台
数を低減し、車
両の運行によ
る交通流への
影響を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

交通量、
交通流
への影
響の回
避又は
低減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

必要に応じて
資材及び機械
の運搬に用い
る車両の運行
ルートの変更
及び運行時間
帯の管理等を
行うことによ
り、車両の集中
による交通流
への局地的な
影響を回避又
は低減できる。
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
低減 

工事に使
用する道
路、搬入時
間及び法
定制限速
度の遵守 
 

通学路や交通
混雑の程度を
把握したうえ
で、工事に使用
する道路、搬入
時間等を設定
することによ
り、交通安全へ
の影響を低減
できる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-3-9(2) その他（安全（交通））に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
低減 

工事従事
者への講
習・指導 

工事用車両運
転者への交通
マナーや安全
確保のルール、
周辺の通学路
や通学時間帯
等の講習・指導
は、事故発生の
未然防止につ
ながり、交通安
全への影響を
低減できる。 

低減 a なし なし 

交通安
全への
影響の
回避又
は低減 

工事計画
の周知 

工事を行う期
間等、工事計画
の内容につい
て周辺住民に
周知を図るこ
とで、交通の安
全性を確保す
るための注意
喚起を促すこ
とができる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

交通誘導
員による
誘導 

工事用車両の
通行時には、施
工ヤード出入
口に交通誘導
員を配置し、工
事用車両の出
入を誘導する
ことで、安全か
つ円滑な工事
用車両の通行
を確保するこ
とができる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

迂回ルー
トの設定
時に対す
る配慮 

迂回ルートを
設定する必要
が生じた場合
は、周辺の道路
状況を考慮し
て設定するこ
とで、安全かつ
円滑な通行を
確保すること
ができる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-3-9(3) その他（安全（交通））に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い

る
車
両
の
運
行 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
低減 

車両整備
の徹底 

工事用車両の
整備を徹底す
ることにより、
故障及び不具
合による事故
発生の未然防
止につながり、
交通安全への
影響を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄
道
施
設
（
駅
）
の
供
用 

交
通
量
、
交
通
流
へ
の
影
響 

交 通
量、交
通流へ
の影響
の回避
又は低
減 

交通広場
等の設置 

交通広場等の
整備を行う者
により、交通広
場やアクセス
道路等の設置
が行われるこ
とで、駅施設利
用者交通流の
円滑化が図ら
れ、交通流への
影響を回避又
は低減できる。

回避
・ 

低減
ｂ なし なし 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
低減 

安全確保
に関する
講習・指導

駅施設への物
品等の搬出入
車両運転者に
対し交通マナ
ー、駅施設への
出入時におけ
る一旦停止や
歩行者優先等
の安全運転教
育を徹底する
とともに、周辺
の通学路や通
学時間帯等、安
全確保に係る
情報の伝達を
徹底し、注意喚
起することで、
事故発生の未
然防止につな
がり、交通安全
への影響を低
減できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-3-9(4) その他（安全（交通））に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
駅
）
の
供
用 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
回避又
は低減 

交通広場
等の設置 

交通広場等の
整備を行う者
により、交通広
場やアクセス
道路等の設置
が行われるこ
とで、駅施設利
用者交通流の
円滑化が図ら
れ、交通安全へ
の影響を回避
又は低減でき
る。 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
ｂ なし なし 

鉄
道
施
設
（
車
両
基
地
）
の
供
用 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
低減 

車両基地
関連車両
運転者へ
の講習・指
導 

車両基地関連
車両の運転手
に対し交通マ
ナーや車両基
地への出入時
における一旦
停止や歩行者
優先などの安
全運転教育を
徹底するとと
もに、周辺の通
学路や通学時
間帯など、安全
確保に係る情
報の伝達を徹
底し、注意喚起
することで、事
故発生の未然
防止につなが
り、交通安全へ
の影響を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-4 動物・植物・生態系 

9-4-1  動物 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設

（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、変電施設）の存在による生態系の

影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-1 に示す環境保

全措置の検討を行った。 

表 9-4-1(1) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の

除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地

表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重要な種
の生息地
の全体又
は一部を
回避 

重要な種の
生息環境の
全体又は一
部を回避す
ることで、
影響を回避
又は低減で
きる。 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-1(2) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ

ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

重要な種の
生息環境の
改変をでき
る限り小さ
くすること
で、影響を
回避又は低
減できる。 回避

・ 
低減

a なし なし 

ホ
ン
シ
ュ
ウ
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
、
ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
、
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ア
オ

ガ
エ
ル
、
シ
オ
ヤ
ト
ン
ボ
、
ヒ
メ
ア
カ
ネ
、
オ
ナ
ガ
サ
サ
キ
リ
、
カ
ヤ
コ
オ
ロ
ギ
、
コ
オ
イ
ム

シ
、
コ
ガ
シ
ラ
ミ
ズ
ム
シ
、
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
、
マ
ル
タ
ニ
シ
等 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の代償 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動物の生
息環境の
創出 

車両基地計
画地に生息
する重要な
種の生息環
境は、やむ
を 得 ず 縮
小、消失す
ることとな
るため、代
償措置とし
て、湿地、
草地等の類
似した生息
環境を創出
することで
生態系への
影響を代償
することが
できる。な
お、生息環
境 の 創 出
は、事例等
から知見が
得られてお
り、専門家
の助言を得
ながら行う
ことで、効
果が期待で
きる。 
 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-1(3) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

哺
乳
類
の
保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 

侵入防止
柵の設置 

中型及び大
型の哺乳類
等の侵入に
よる影響を
回避又は低
減できる。

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
、
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ
エ
ル
等 

工
事
に
よ
る
移
動
阻
害 

移 動 阻
害 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小動物等
が脱出可
能な側溝
の設置 

爬虫類及び
両生類等へ
の影響を低
減できる。

低減 a なし なし 

哺
乳
類
、
爬
虫
類
、
両
生
類
等
の
保
全
対
象
種

全
般 

工
事
に
よ
る
移
動
阻
害 

移 動 阻
害 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小動物等
の移動経
路の確保 

哺乳類、爬
虫類及び両
生類等への
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-1(4) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド

及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ノ
ス
リ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の代償 
 

代替巣等
の設置 
 
 
 
 
 
 
 

車両基地計
画地におい
て、ノスリ
の生息環境
の一部は、
やむを得ず
縮小、消失
することと
なるため、
代償措置と
して、周辺
の類似した
環境（樹種
や樹高及び
樹木の密度
等）に代替
巣を設置す
ることで、
生息環境へ
の影響を代
償すること
ができる。
なお、代替
巣等の設置
はオオタカ
等での事例
から知見が
得られてお
り、専門家
の助言を得
ながら行う
ことで、効
果が期待で
きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-4-1(5) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ

ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
、
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ
エ
ル
、
シ
オ
ヤ
ト
ン
ボ
、
ヒ
メ
ア

カ
ネ
、
コ
オ
イ
ム
シ
、
コ
ガ
シ
ラ
ミ
ズ
ム
シ
、
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
、
マ
ル
タ
ニ
シ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の代償 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動物個体
の移植 

車両基地計
画地に生息
する対象種
の生息環境
はやむを得
ず縮小、消
失すること
と な る た
め、代償措
置として類
似した環境
を持つ場所
等へ移植を
行 う こ と
で、生息環
境への影響
を代償する
ことができ
る。なお、
動物個体の
移植は、事
例等から知
見が得られ
ており、専
門家の助言
を得ながら
行 う こ と
で、効果が
期 待 で き
る。 
 
 
 

代償 a あり なし 

河
川
を
生
息
環
境
と
す
る
保
全
対
象
種
全
般

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁 水 の
流 入 に
よ る 影
響 の 低
減 
 
 

汚濁処理
設備及び
仮設沈砂
池の設置 

汚濁処理設
備及び仮設
沈砂池の設
置により汚
濁水の発生
が抑えられ
ることで、
魚類等の生
息環境への
影響を低減
できる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-1(6) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への 
影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ

ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

昆
虫
類
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
等
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 等
に 伴 う
生 息 環
境 へ の
影 響 の
低減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

照明の漏
れ出しの
抑制 

設置する照
明は極力外
部に向けな
いよう配慮
す る こ と
で、走光性
の昆虫類等
への影響を
低 減 で き
る。 

低減 a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の低減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事施工
ヤード等
の緑化、林
縁保護植
栽による
動物の生
息環境の
確保 

工事の実施
に際し使用
した工事施
工ヤード等
の緑化や林
縁の保護緑
化を図るこ
とにより、
重要な種の
生息環境の
変化に伴う
動物への影
響を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-1(7) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への 
影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に
伴 う 生
息 環 境
へ の 影
響 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資材運搬
等の適正
化 

運行ルート
を自然環境
保全地域な
ど動物の重
要な生息地
を出来る限
り回避する
よ う 設 定
し、配車計
画を運行ル
ートに応じ
た車両の台
数や速度、
運転方法な
どに留意し
て計画する
ことにより
動物全般の
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

鳥
類
（
猛
禽
類
）
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に
伴 う 生
息 環 境
へ の 影
響 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 

防音シー
ト、低騒
音・低振動
型の建設
機械の採
用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低騒音・低
振動型の建
設機械の採
用により、
騒音、振動
の発生が抑
えられるこ
とで、鳥類
等の生息環
境への影響
を低減でき
る。 低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-1(8) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

鳥
類
（
猛
禽
類
）
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に
伴 う 生
息 環 境
へ の 影
響 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンディ
ショニン
グの実施 

段階的に施
工規模を大
き く し 、
徐々に工事
に伴う騒音
等に慣れさ
せること等
により、猛
禽類等の重
要な種への
影響を低減
できる。 低減 a あり なし 

保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に
伴 う 生
息 環 境
へ の 影
響 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事従事
者への講
習・指導 

不用意な林
内への立ち
入り及びゴ
ミ捨ての禁
止等につい
て工事従事
者に指導す
ることで、
人為的な攪
乱による影
響を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-4-2 植物 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工

事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、変

電施設）の存在による植物の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するた

めに、表 9-4-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-4-2(1) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置 

の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設

（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 育
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 

重要な種
の生育環
境の全体
又は一部
を回避 

重要な種の
生育環境の
全体又は一
部を回避す
ることで、
影響を回避
又は低減で
きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 育
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

重要な種の
生育環境の
改変をでき
る限り小さ
くすること
で、重要な
種への影響
を回避又は
低 減 で き
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-4-2(2) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置 

の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式

又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ル
イ
ヨ
ウ
ボ
タ
ン
、
ア
マ
ナ
、
コ
マ
ツ
カ
サ
ス
ス
キ
、
エ
ビ
ネ
、
ミ
ズ
ニ
ラ
等 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 育
環 境 の
消 失 等
の代償 

重要な種
の生育環
境の創出

車両基地計
画地に生育
する重要な
種の生育環
境は、やむ
を 得 ず 縮
小、消失す
ることとな
るため、代
償措置とし
て、類似し
た環境（植
生、光及び
水分等の条
件等）を創
出すること
で生育環境
への影響を
代償するこ
と が で き
る。なお、
生育環境の
創出は、事
例等から知
見が得られ
ており、専
門家の助言
を得ながら
行 う こ と
で、効果が
期 待 で き
る。 
 
 
 

代償 a あり なし 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消

失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 育
環 境 の
消 失 等
の低減 

林縁保護
植栽等に
よる自然
環境の確
保 

改変された
区域の一部
を林縁保護
植栽等によ
り修復を図
ることで、
自然環境を
確 保 で き
る。 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-2(3) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置 

の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式

又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ル
イ
ヨ
ウ
ボ
タ
ン
、
ア
マ
ナ
、
コ
マ
ツ
カ
サ
ス
ス
キ
、
エ
ビ
ネ
、
キ
ン
ラ
ン
、
ベ
ニ
シ
ュ
ス
ラ
ン
、
ヒ
メ
ノ
ヤ
ガ
ラ
、
ク
ロ
ム
ヨ
ウ
ラ
ン
、
ミ
ズ

ニ
ラ
、
オ
オ
ミ
ツ
ヤ
ゴ
ケ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 育
環 境 の
消 失 等
の代償 

重要な種
の移植 

車両基地計
画地に生育
する重要な
種の生育環
境は、やむ
を 得 ず 縮
小、消失す
ることとな
るため、代
償措置とし
て、類似し
た環境（植
生、光及び
水分等の条
件等）を持
つ場所等へ
移植を行う
ことで、重
要な種の生
育環境への
影響を代償
することが
できる。な
お、重要な
種 の 移 植
は、事例等
から知見が
得られてお
り、専門家
の助言を得
ながら行う
ことで、効
果が期待で
きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-2(4) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置 

の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又

は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ミ
ズ
ニ
ラ
、
コ
マ
ツ
カ
サ
ス
ス
キ
等 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁 水 の
流 入 に
よ る 影
響 の 低
減 

汚濁処理
設備及び
仮設沈砂
池の設置

汚濁処理設
備及び仮設
沈殿池の設
置により汚
濁水の発生
が 抑 え ら
れ、また排
水の水温を
下げること
で、水辺の
植物等の生
育環境への
影響を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に
伴 う 生
育 環 境
へ の 影
響 の 低
減 

工事従事
者への講
習・指導

工事区域外
への不必要
な立ち入り
等を制限す
ることで、
踏みつけ等
による重要
な種への影
響を低減で
きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-4-3 生態系 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の通行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設

（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、変電施設）の存在による生態系の

影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-3 に示す環境保

全措置の検討を行った。 

 

表 9-4-3(1) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン

ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上

式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
・
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
息・生育
環境の消
失等の回
避又は低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重 要 な 種
の生息・生
育 地 の 全
体 又 は 一
部を回避 

重要な種の
生息・生育
環境の全体
又は一部を
回避するこ
とで、影響
を回避又は
低 減 で き
る。 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
・
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小

地表改変
による生
息・生育
環境の消
失等の回
避又は低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工 事 に 伴
う 改 変 区
域 を で き
る 限 り 小
さ く す る
こと 

重要な種の
生息・生育
環境の改変
をできる限
り小さくす
ることで、
重要な種へ
の影響を回
避又は低減
できる。 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(2) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ

ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ホ
ン
シ
ュ
ウ
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
、
ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
、
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ
エ
ル
、
シ
オ
ヤ
ト
ン
ボ
、
ヒ
メ
ア
カ
ネ
、
オ
ナ
ガ

サ
サ
キ
リ
、
カ
ヤ
コ
オ
ロ
ギ
、
コ
オ
イ
ム
シ
、
コ
ガ
シ
ラ
ミ
ズ
ム
シ
、
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
、
マ
ル
タ
ニ
シ
等 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
息環境の
消失等の
代償 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動 物 の 生
息 環 境 の
創出 

車両基地計
画地に生息
する重要な
種の生息環
境は、やむ
を 得 ず 縮
小、消失す
ることとな
るため、代
償措置とし
て、湿地、
草地等の類
似した生息
環境を創出
することで
生態系への
影響を代償
することが
できる。な
お、生息環
境 の 創 出
は、事例等
から知見が
得られてお
り、専門家
の助言を得
ながら行う
ことで、効
果が期待で
きる。 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(3) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ

ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ル
イ
ヨ
ウ
ボ
タ
ン
、
ア
マ
ナ
、
コ
マ
ツ
カ
サ
ス
ス
キ
、
エ
ビ
ネ
、
ミ
ズ
ニ
ラ
等 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
育環境の
消失等の
代償 

重 要 な 種
の 生 育 環
境の創出 

車両基地計
画地に生育
する重要な
種の生育環
境は、やむ
を 得 ず 縮
小、消失す
ることとな
るため、代
償措置とし
て、類似し
た環境（植
生、光及び
水分等の条
件等）を創
出すること
で生育環境
への影響を
代償するこ
と が で き
る。なお、
生育環境の
創出は、事
例等から知
見が得られ
ており、専
門家の助言
を得ながら
行 う こ と
で、効果が
期 待 で き
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(4) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ
ー

ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
育環境の
消失等の
低減 

林 縁 保 護
植 栽 等 に
よ る 自 然
環 境 の 確
保 

改変された
区域の一部
を林縁保護
植栽等によ
り修復を図
ることで、
自然環境を
確 保 で き
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

哺
乳
類
の
保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
息環境の
消失等の
回避又は
低減 
 
 
 
 

侵 入 防 止
柵の設置 

中型及び大
型の哺乳類
等の侵入に
よる影響を
回避又は低
減できる。

回避
・ 

低減
a なし なし 

ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
、
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ
エ
ル
等 

工
事
に
よ
る
移
動
阻
害 

移動阻害
の低減 
 
 
 
 
 
 
 

小 動 物 等
が 脱 出 可
能 な 側 溝
の設置 

爬虫類及び
両生類等へ
の影響を低
減できる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(5) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ

ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

哺
乳
類
、
爬
虫
類
、
両
生
類
等

の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
よ
る
移
動
阻
害 

移動阻害
の低減 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 動 物 等
の 移 動 経
路の確保 

哺乳類、爬
虫類及び両
生類等への
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

ノ
ス
リ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
息環境の
消失等の
代償 
 

代 替 巣 等
の設置 
 
 
 
 
 
 
 

車両基地計
画地におい
て、ノスリ
の生息環境
の一部は、
やむを得ず
縮小、消失
することと
なるため、
代償措置と
して、周辺
の類似した
環境（樹種
や樹高及び
樹木の密度
等）に代替
巣を設置す
ることで、
生息環境へ
の影響を代
償すること
ができる。
なお、代替
巣等の設置
はオオタカ
等での事例
から知見が
得られてお
り、専門家
の助言を得
ながら行う
ことで、効
果が期待で
きる。 
 
 
 
 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(6) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工
ヤ

ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
、
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ
エ
ル
、
シ
オ
ヤ
ト
ン
ボ
、
ヒ
メ
ア
カ
ネ
、
コ
オ
イ
ム
シ
、
コ
ガ
シ
ラ
ミ
ズ
ム
シ
、

ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
、
マ
ル
タ
ニ
シ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
息環境の
消失等の
代償 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動 物 個 体
の移植 

車両基地計
画地に生息
する対象種
の生息環境
はやむを得
ず縮小、消
失すること
と な る た
め、代償措
置として類
似した環境
を持つ場所
等へ移植を
行 う こ と
で、生息環
境への影響
を代償する
ことができ
る。なお、
動物個体の
移植は、事
例等から知
見が得られ
ており、専
門家の助言
を得ながら
行 う こ と
で、効果が
期 待 で き
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(7) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

ル
イ
ヨ
ウ
ボ
タ
ン
、
ア
マ
ナ
、
コ
マ
ツ
カ
サ
ス
ス
キ
、
エ
ビ
ネ
、
キ
ン
ラ
ン
、
ベ
ニ
シ
ュ
ス
ラ
ン
、
ヒ
メ
ノ
ヤ
ガ
ラ
、
ク
ロ
ム
ヨ
ウ
ラ
ン
、
ミ
ズ

ニ
ラ
、
オ
オ
ミ
ツ
ヤ
ゴ
ケ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
育環境の
消失等の
代償 

重 要 な 種
の移植 

車両基地計
画地に生育
する重要な
種の生育環
境は、やむ
を 得 ず 縮
小、消失す
ることとな
るため、代
償措置とし
て、類似し
た環境（植
生、光及び
水分等の条
件等）を持
つ場所等へ
移植を行う
ことで、重
要な種の生
育環境への
影響を代償
することが
できる。な
お、重要な
種 の 移 植
は、事例等
から知見が
得られてお
り、専門家
の助言を得
ながら行う
ことで、効
果が期待で
きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代償 a あり なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(8) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
、
鉄
道
施
設
（
ト
ン
ネ
ル
、
地
表
式
又
は
掘
割
式
、
嵩
上
式
、
駅
、
車
両
基
地
、
変
電
施
設
）
の
存
在 

河
川
を
生
息
・
生
育
環
境
と
す
る
保
全
対
象
種
全
般 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の流
入による
影響の低
減 

汚 濁 処 理
設 備 及 び
仮 設 沈 砂
池の設置 

汚濁処理設
備及び仮設
沈砂池の設
置により汚
濁水の発生
が 抑 え ら
れ、また排
水の水温を
下げること
で、魚類及
び水辺の植
物 等 の 生
息・生育環
境及び水辺
の植物等の
生育環境へ
の影響を低
減できる。
 

低減 a なし なし 

昆
虫
類
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
等
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響

工事等に
伴う生息
環境への
影響の低
減 
 
 
 
 
 
 
 

照 明 の 漏
れ 出 し の
抑制 

設置する照
明は極力外
部に向けな
いよう配慮
す る こ と
で、走光性
の昆虫類等
への影響を
低 減 で き
る。 
 

低減 a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小

地表改変
による生
息環境の
消失等の
低減 
 

工 事 施 工
ヤ ー ド 等
の緑化、林
縁 保 護 植
栽 に よ る
動 物 の 生
息 環 境 の
確保 

工事の実施
に際し使用
した工事施
工ヤード等
の緑化や林
縁の保護緑
化を図るこ
とにより、
重要な種の
生息環境の
変化に伴う
動物への影
響を低減で
きる。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(9) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴
う生息環
境への影
響の低減
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 材 運 搬
等 の 適 正
化 
 
 
 
 

運行ルート
を自然環境
保全地域な
ど動物の重
要な生息地
を出来る限
り回避する
よ う 設 定
し、配車計
画を運行ル
ートに応じ
た車両の台
数や速度、
運転方法な
どに留意し
て計画する
ことにより
動物全般の
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

鳥
類
（
猛
禽
類
）
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴
う生息環
境への影
響の低減
 
 
 
 
 
 
 
 

防 音 シ ー
ト 、 低 騒
音・低振動
型 の 建 設
機 械 の 採
用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低騒音・低
振動型の建
設機械の採
用により、
騒音、振動
の発生が抑
えられるこ
とで、鳥類
等の生息環
境への影響
を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-4-3(10) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への 
影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

鳥
類
（
猛
禽
類
）
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴
う生息環
境への影
響の低減
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コ ン デ ィ
シ ョ ニ ン
グの実施 

段階的に施
工規模を大
き く し 、
徐々に工事
に伴う騒音
等に慣れさ
せること等
により、猛
禽類等の重
要な種への
影響を低減
できる。 低減 a あり なし 

保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
・
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴
う生息・
生育環境
への影響
の低減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工 事 従 事
者 へ の 講
習・指導 

不用意な林
内への立ち
入りや及び
ゴミ捨ての
禁止等につ
いて工事従
事者に指導
す る こ と
で、人為的
な攪乱によ
る影響を低
減できる。

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-5  人と自然との触れ合い 

9-5-1 景観 

鉄道施設（嵩上式、車両基地、換気施設等）の存在による景観への影響を、事業者により

実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-5-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-5-1 人と自然との触れ合い（景観）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
嵩
上
式
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
等
）
の
存
在 

景
観
へ
の
影
響 

景 観 へ
の 影 響
の 回 避
又 は 低
減 

改 変 区 域
を で き る
限 り 小 さ
く す る こ
と 

改変区域をでき
る限り小さくす
ることで、景観
等への影響を回
避又は低減でき
る。 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

景 観 等
へ の 影
響 の 低
減 

橋 梁 等 の
形 状 の 配
慮 

橋梁等の形状の
配慮により、周
辺の自然、農村、
市街地景観との
調和を図り、景
観等への影響を
低減できる。ま
た、有識者によ
る検討会を実施
し、橋梁構造形
式等の検討結果
として、規模及
び支間長を配慮
したことにより
景観等への影響
を低減できる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

鉄 道 施 設
（ 換 気 施
設等）の視
認 性 へ の
配慮 

鉄道施設（換気
施設等）の視認
性への配慮によ
り、景観への影
響を低減するこ
とができる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-5-2 人と自然との触れ合いの活動の場 

工事の実施（工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設（嵩上式、車両基地、

換気施設）の存在による人と自然との触れ合いの活動の場への影響を、事業者により実行可

能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-5-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-5-2 (1) 人と自然との触れ合い（人と自然との触れ合いの活動の場）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響の低
減 

工 事 施 工
ヤ ー ド 外
へ の 工 事
用 車 両 の
進入禁止 

工事施工ヤード
外への工事用車
両の進入を原則
禁止することに
より、利用性へ
の影響を緩和す
る こ と が で き
る。 
 
 

低減 a なし なし 

散 策 路 ル
ー ト 機 能
の確保 

散策路ルート機
能を確保するこ
とにより、利用
性への影響を緩
和することがで
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

市 民 及 び
利 用 者 へ
の 工 事 情
報 等 の 適
切な周知 

案内板及びチラ
シ等により、利
用上の支障事項
及び迂回ルート
等を周知するこ
とで利用性への
影響を緩和する
ことができる。
 
 

低減 a なし なし 

仮 設 物 の
形式、色合
いの検討 

仮設物の形式、
色合いを検討す
ることにより、
快適性への影響
を緩和すること
ができる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-5-2 (2) 人と自然との触れ合い（人と自然との触れ合いの活動の場）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響の低
減 

工 事 施 工
ヤ ー ド 及
び 工 事 用
道 路 を で
き る 限 り
小 さ く す
ること 

工事施工ヤード
において、工事
の規模に適した
規格の設備や建
設機械を使用す
ること及びその
設備等の配置を
効率的にするこ
とで、施工ヤー
ドの設置による
改変が小さくな
る よ う 計 画 す
る。また、人と
自然との触れ合
いの活動の場の
機能を把握した
うえで、利用性
への影響を小さ
くするような工
事用道路のルー
ト及び仕様を計
画していくこと
で利用性への影
響を緩和するこ
とができる。 
 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄
道
施
設
（
嵩
上
式
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
）
の
存
在 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響の回
避又は
低減 

鉄 道 施 設
の 設 置 位
置、構造へ
の配慮 

鉄道施設の設置
位置、構造形式
について配慮す
ることで、改変
及び利用性への
影響を回避又は
緩和することが
できる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響の低
減 

鉄 道 施 設
の 改 変 区
域 を で き
る 限 り 小
さ く す る
こと 

鉄道施設の改変
区域をできる限
り小さくするよ
うに検討するこ
とにより、樹木
の改変及び公園
内施設の利用性
への影響を緩和
することができ
る。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-5-2 (3) 人と自然との触れ合い（人と自然との触れ合いの活動の場）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
嵩
上
式
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
）
の
存
在 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響の低
減 

風 致 地 区
に お け る
鉄 道 施 設
の 視 認 性
への配慮 

風致地区におけ
る鉄道施設の視
認性への配慮に
より、快適性へ
の影響を緩和す
る こ と が で き
る。 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

鉄 道 施 設
の 周 辺 景
観 へ の 形
状等、調和
の配慮 

鉄道施設の周辺
景 観 へ の 形 状
等、調和の配慮
により、快適性
への影響を緩和
することができ
る。 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-6  環境への負荷 

9-6-1 廃棄物等 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）又は鉄道施設（駅、車

両基地）の供用による廃棄物等の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減す

るために、表 9-6-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-1(1) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

建
設
工
事
に
伴
う
副
産
物
の
発
生 

副産物
の発生
量の低
減 

建設発生
土の再利
用 

建設発生土は本
事業内で再利用、
他の公共事業等
への有効利用に
努める等、活用を
図ることで、取り
扱う副産物の量
を低減できる。 

低減 a なし なし 

建設汚泥
の脱水処
理 

真空脱水（ベルト
フィルタ）、遠心
脱水（スクリュー
デカンタ）、加圧
脱水（フィルター
プレス）、並びに
加圧絞り脱水（ロ
ールプレス、ベル
トプレス）等のプ
ラント内の機械
を用いて脱水す
る機械式脱水処
理、天日乾燥、底
面脱水、並びにト
レンチ工法等の
強制乾燥や自重
圧密により含水
比低下を促す自
然式脱水処理等、
含水比に応じた
脱水処理により
減量化を図るこ
とで、取り扱う副
産物の量を低減
できる。 

低減 a なし なし 

副産物の
分別・再資
源化 

場内で細かく分
別し再資源化に
努めることで、取
り扱う副産物の
量を低減できる。

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-6-1(2) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

ト
ン
ネ
ル
の
工
事 

建
設
工
事
に
伴
う
副
産
物
の
発
生 

副産物
の発生
量の低
減 

建設発生
土の再利
用 

建設発生土は本
事業内で再利用、
他の公共事業等
への有効利用に
努める等、活用を
図ることで、取り
扱う副産物の量
を低減できる。 
 

低減 a なし なし 

建設汚泥
の脱水処
理 

真空脱水（ベルト
フィルタ）、遠心
脱水（スクリュー
デカンタ）、加圧
脱水（フィルター
プレス）、並びに
加圧絞り脱水（ロ
ールプレス、ベル
トプレス）等のプ
ラント内の機械
を用いて脱水す
る機械式脱水処
理、天日乾燥、底
面脱水、並びにト
レンチ工法等の
強制乾燥や自重
圧密により含水
比低下を促す自
然式脱水処理等、
含水比に応じた
脱水処理により
減量化を図るこ
とで、取り扱う副
産物の量を低減
できる。 
 

低減 a なし なし 

副産物の
分別・再
資源化 

場内で細かく分
別し再資源化に
努めることで、取
り扱う副産物の
量を低減できる。
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-6-1(3) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

鉄
道
施
設
（
駅
、
車
両
基
地
）
の
供
用 

鉄
道
施
設
（
駅
、
車
両
基
地
）
の
供
用
に
よ
る
廃
棄
物
の
発
生 

廃棄物
の発生
量の低
減 

廃棄物の
分別・再
資源化 

分別回収施設の
設置及び利用者
への周知を行い、
分別・再資源化の
徹底を図ること
で、取り扱う廃棄
物の量を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

廃棄物の
処理、処
分の円滑
化 

廃棄物保管場所
について、利用者
の利便性や収集
作業の効率性を
考慮した配置と
するとともに、仕
切りの位置、色彩
または形状の工
夫等で区別しや
すくし、廃棄物の
処理、処分の円滑
化を図ることで、
分別・再資源化及
び適正処理を徹
底することがで
き、取り扱う廃棄
物の量を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-6-2 温室効果ガス 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の通行）及び鉄道施設（駅、

車両基地、換気施設）の供用による温室効果ガスの影響を、事業者により実行可能な範囲内

で回避又は低減するために、表 9-6-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-2(1) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

温室効
果ガス
の発生
量の低
減 

低炭素型
建設機械
の選定 

低炭素型建設機
械（例えば油圧シ
ョベルではCO2排
出量が従来型に
比べ10％低減）の
採用により、温室
効果ガスの排出
量を低減できる。
 
 

低減 a なし なし 

高負荷運
転の抑制 

建設機械の高負
荷運転を抑制す
ることにより、温
室効果ガスの排
出量を低減でき
る。 
 
 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の選定 

工事規模に合わ
せて必要以上の
建設機械の規格、
配置及び稼働と
ならないように
計画することで、
温室効果ガスの
排出量を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

建設機械
の点検・
整備によ
る性能維
持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検 や 日 々 の 点
検・整備により建
設機械の性能を
維持することで、
温室効果ガスの
排出量を低減で
きる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-6-2(2) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

温室効
果ガス
の発生
量の低
減 

資 材 及 び
機 械 の 運
搬 に 用 い
る 車 両 の
点検・整備
に よ る 性
能維持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検 や 日 々 の 点
検・整備により
資材及び機械の
運搬に用いる車
両の性能を維持
することで、温
室効果ガスの排
出量を低減でき
る。 
 

低減 a なし なし 

低 燃 費 車
種の選定、
積 載 の 効
率化、運搬
計 画 の 合
理 化 に よ
る 運 搬 距
離 の 適
化 

低燃費車種の選
定、積載の効率
化、合理的な運
搬計画の策定に
よる運搬距離の

適 化 等 に よ
り、温室効果ガ
スの排出量を低
減できる。 
 

低減 a なし なし 

鉄 道 貨 物
を 活 用 し
た 発 生 土
の運搬 

鉄道貨物を活用
して発生土を運
搬することによ
り、温室効果ガ
スの排出量を低
減できる。 
 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄
道
施
設
（
駅
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
）
の
供
用 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

温室効
果ガス
の発生
量の低
減 

省 エ ネ ル
ギ ー 型 製
品の導入 

省エネルギー型
製品（例えば、
空調設備、高効
率電動機、LED照
明）の導入によ
り、温室効果ガ
スの排出量を低
減できる。 
 

低減 a なし なし 

温 室 効 果
ガ ス の 排
出 抑 制 に
留 意 し た
施 設 の 整
備 及 び 管
理 

温室効果ガスの
排出抑制に留意
した施設の整備
及び管理を行う
ことにより、温
室効果ガスの排
出量を低減でき
る。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-6-2(3) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

供
用 

鉄
道
施
設
（
駅
、
車
両
基
地
、
換
気
施
設
）
の
供
用 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

温室効
果ガス
の発生
量の低
減 

設 備 機 器
の点検・整
備 に よ る
性能維持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検 や 日 々 の 点
検・整備により設
備機器の性能を
維持することで、
温室効果ガスの
排出量を低減で
きる。 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

鉄 道 施 設
（ 車 両 基
地 ） の 緑
化・植栽 

鉄道施設（車両基
地）の一部に緑
化・植栽をするこ
とで、植物による
温室効果ガスの
吸収により、温室
効果ガスの排出
による影響を低
減できる。 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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9-7 具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難な付帯施設に関する環

境保全措置 

9-7-1 環境保全措置の内容 

本評価書において具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難かつ環境影響の

大きい付帯施設（発生土置き場等）に関する環境保全措置は、以下に示すとおりである。 

 

表 9-7-1(1) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 

排出ガス
対策型建
設機械の
採用 

排出ガス対策型
建設機械を使用
する。また必要
に応じて周辺環
境への影響を考
慮し、出来る限り
二次対策型又は
三次対策型の機
械を使用するこ
とにより、二酸
化窒素及び浮遊
粒子状物質の発
生を低減でき
る。 
 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定 

工事規模に合わ
せて必要以上の
建設機械の規
格、配置及び稼
働とならないよ
うに計画するこ
とで、二酸化窒
素及び浮遊粒子
状物質の発生を
低減できる。 
 

低減 a なし なし 

建設機械
の使用時
における
配慮 

工事の実施にあ
たって、高負荷
運転の防止、ア
イドリングスト
ップの推進等に
より、二酸化窒
素及び浮遊粒子
状物質の発生を
低減できる。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-7-1(2) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果の 
不確実

性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 

建設機械
の点検及
び整備に
よる性能
維持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検及び整
備により、建
設機械の性能
を維持するこ
とで、二酸化
窒素及び浮遊
粒子状物質の
発生を低減で
きる。 
 

低減 a なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

改変区域をで
きる限り小さ
くすることに
より、建設機
械の稼働を最
小限に抑える
ことで、二酸
化窒素及び浮
遊粒子状物質
の発生を低減
できる。 
 

低減 ａ なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、二酸
化窒素及び浮
遊粒子状物質
の局地的な発
生を低減でき
る。 
 

低減 ａ なし なし 

揮発性有
機化合物
（以下、
「VOC」と
いう。）
の排出抑
制 

工事の実施に
おいて、低VOC
塗料等の使用
に努めること
で、浮遊粒子
状物質の生成
を 低 減 で き
る。 
 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(3) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果の 
不確実

性 

他の環境要
素への影響

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
点検及び
整備によ
る性能維
持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検や日々の点検
及び整備により、
資材及び機械の
運搬に用いる車
両の性能を維持
することで、二酸
化窒素及び浮遊
粒子状物質の発
生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

資材及び機械の
運搬に用いる車
両の運行ルート
の変更等を行う
ことにより、二酸
化窒素及び浮遊
粒子状物質の発
生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

環境負荷
低減を意
識した運
転の徹底 

資材及び機械の
運搬に用いる車
両の法定速度の
遵守、アイドリン
グストップ及び
急発進や急加速
の回避を始めと
したエコドライ
ブの徹底により、
二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質
の発生を低減で
きる。 

低減 ａ なし なし 

貨物列車
による発
生土の運
搬 

発生土を貨物列
車により運搬す
ることで、工事用
車両台数を低減
し、車両の運行に
よる二酸化窒素
及び浮遊粒子状
物質の発生を低
減できる。 

低減 ａ なし なし 

VOC の 排
出抑制 

工事の実施にお
いて、低VOC塗料
等の使用に努め
ることで、浮遊粒
子状物質の生成
を低減できる。 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-7-1(4) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発 生 量
の低減、 
発 生 原
単 位 の
低減 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定 

工事規模に合
わせて必要以
上の建設機械
の規格、配置
及び稼働とな
らないように
計画すること
で、粉じん等
の発生を低減
できる。 

低減 ａ なし なし 

工事現場
の清掃及
び散水 

工事現場の清
掃及び散水を
行うことで、
粉じん等の発
生を低減でき
る。 

低減 ａ なし なし 

仮囲いの
設置 

住居等周辺環
境を考慮した
仮囲いの高さ
の検討を行っ
たうえで仮囲
いを設置する
ことで、粉じ
ん等の拡散を
低減できる。

低減 ａ なし なし 

工事従事
者への講
習・指導 

建設機械の取
り扱いについ
て従業員への
指導を行うこ
とで、粉じん
等の発生を低
減できる。 

低減 ａ なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

改変区域をで
きる限り小さ
くすることに
より、建設機
械の稼働を最
小限に抑える
ことで、粉じ
ん等の発生を
低減できる。

低減 ａ なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、粉じ
ん等の局地的
な発生を低減
できる。 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-7-1(5) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

荷台への
防塵シー
ト敷設及
び散水 
 
 
 
 

荷台に防塵シ
ートを敷設す
るとともに散
水 す る こ と
で、粉じん等
の発生を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
出入り口
等の清掃、
散水及び
タイヤの
洗浄 
 
 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両の出入
り 口 等 の 清
掃、散水及び
タイヤの洗浄
を 行 う こ と
で、粉じん等
の発生を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により資材及
び機械の運搬
に用いる車両
が集中しない
ことで、粉じ
ん等の局地的
な発生を低減
できる。 
 
 
 
 
 
 
 

低減 ａ なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(6) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

騒
音
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 
 

低騒音型
建設機械
の採用 

低騒音型建設機
械の 採 用 によ
り、騒音の発生
を低減できる。
 

低減 a なし なし 

仮囲い・防
音シート
等の設置
による遮
音対策 

住居等周辺環境
を考慮した仮囲
い等の高さの検
討を行ったうえ
で仮囲い・防音
シート等を設置
することで、遮
音による騒音の
低減効果が見込
まれる。 
 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定 

工事規模に合わ
せて必要以上の
建設 機 械 の規
格、配置及び稼
働とならないよ
うに計画するこ
とで、騒音の発
生を 低 減 でき
る。 
 

低減 a なし なし 

建設機械
の使用時
における
配慮 

建設機械の使用
にあたって、高
負荷 運 転 の防
止、アイドリン
グストップの推
進等により、騒
音の発生を低減
できる。 
 

低減 a なし なし 

建設機械
の点検・整
備による
性能維持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検や 日 々 の点
検・整備により
建設機械の性能
を維持すること
で、騒音の発生
を低減できる。
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(7) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分 

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

騒
音
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、騒音の
局地的な発生
を低減できる。

低減 a なし なし 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

騒
音
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
点検・整備
による性
能維持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検・整備に
より資材及び
機械の運搬に
用いる車両の
性能を維持す
ることで、騒音
の発生を低減
できる。 

低減 
 

a なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両及び運
行ルートの貨
物列車運搬等
を含む更なる
分散化等を行
うことにより、
車両の集中に
よる局地的な
騒音の発生を
低減できる。 

低減 a なし なし 

環境負荷
低減を意
識した運
転の徹底 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両の法定
速度の遵守、急
発進や急加速
の回避を始め
としたエコド
ライブの徹底
により、発生す
る騒音を低減
できる。 

低減 a なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により資材及
び機械の運搬
に用いる車両
を集中させな
いことで、騒音
の局地的な発
生を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-7-1(8) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

振
動
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 

低振動型
建設機械
の採用 

低振動型建設
機械の採用に
より、振動の発
生を低減でき
る。 
 
 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の設定 

工事規模に合
わせて必要以
上の建設機械
の規格、配置及
び稼働となら
ないように計
画することで、
振動の発生を
低減できる。 
 
 

低減 a なし なし 

建設機械
の使用時
における
配慮 

建設機械の使
用にあたって、
高負荷運転の
防止、アイドリ
ングストップ
の推進等によ
り、振動の発生
を低減できる。
 
 

低減 a なし なし 

建設機械
の点検・
整備によ
る性能維
持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検・整備に
より建設機械
の性能を維持
することで、振
動の発生を低
減できる。 
 
 

低減 a なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により偏った
施工を避ける
ことで、振動の
局地的な発生
を低減できる。
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(9) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

振
動
の
発
生 

発生量
の 低
減、発
生原単
位の低
減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
点検・整
備による
性能維持 

法令上の定め
による定期的
な点検や日々
の点検・整備に
より資材及び
機械の運搬に
用いる車両の
性能を維持す
ることで、振動
の発生を低減
できる。 

低減 a なし なし 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両及び運
行ルートの貨
物列車運搬等
を含む更なる
分散化等を行
うことにより、
車両の集中に
よる局地的な
振動の発生を
低減できる。 

低減 a なし なし 

環境負荷
低減を意
識した運
転の徹底 

資材及び機械
の運搬に用い
る車両の法定
速度の遵守、急
発進や急加速
の回避を始め
としたエコド
ライブの徹底
により、発生す
る振動を低減
できる。 

低減 a なし なし 

工事の平
準化 

工事の平準化
により資材及
び機械の運搬
に用いる車両
を集中させな
いことで、振動
の局地的な発
生を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(10) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【水質】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性

他の環境要素 
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

水
の
濁
り 

水の濁
りの低
減 

工事排水
の適切な
処理 

工事により発生
する濁水は必要
に応じ、発生水
量を考慮した処
理能力を有する
濁水処理設備を
設置し、法令に
基づく排水基準
等を踏まえ、沈
殿、濾過等、濁
りを低減させる
ための処理をし
たうえで排水す
ることで、公共
用水域への影響
を低減できる。

低減 a なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

工事に伴う改変
区域をできる限
り小さくするこ
とで、水の濁り
の発生を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

工事排水
の監視 

工事排水の水の
濁りを監視し、
処理状況を定期
的に確認するこ
とで、水質管理
を徹底すること
ができる。 

低減 a なし なし 

処理設備
の点検・整
備による
性能維持 

処理設備を設置
する場合は、点
検・整備を確実
に行い、性能を
維持することに
より、工事排水
の処理を徹底す
ることができ
る。 

低減 a なし なし 

水の濁
りの回
避又は
低減 

下水道へ
の排水 

下水道の利用が
可能な地域で
は、必要に応じ
て処理を行い、
下水道へ排水す
ることで、公共
用水域への影響
を回避又は低減
できる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(11) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【重要な地形及び地質】 

影響要因 
影
響 

検討の 
視点 

環境保
全 

措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
及
び
存
在 

地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な
地形及 
び地質
への影
響の回
避又は
低減 

地形の
改変区
域をで
きる限
り小さ
くした
工事施
工ヤー
ド及び
工事用
道路の
計画 

工事施工ヤードの
計画において、現
地の地形や周辺構
造物、建設機械の
動線等を勘案し
て、できる限りコ
ンパクトな建設機
械や設備等を用い
るとともに、ヤー
ドの重層化や構造
物のプレキャスト
化等、必要とする
ヤード面積を抑え
る工法を検討す
る。工事用道路の
計画においても、
計画地に応じて工
事用車両の進入路
を桟橋構造とする
等、地形の改変区
域をできる限り小
さくする計画とす
ることで、重要な
地形及び地質への
影響を回避又は低
減できる。 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

地形の
改変区
域をで
きる限
り小さ
くする
工法又
は構造
の採用

地形の改変区域を
できる限り小さく
するための工法又
は構造を採用する
ことで、重要な地
形及び地質の影響
を回避又は低減で
きる。 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(12) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【土壌汚染】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚
染の回
避 

有害物質
の有無の
確認と汚
染土壌の
適切な処
理 

汚染のおそれがある
土壌に遭遇した場合
は、有害物質の有無や
汚染状況等を確認す
る。汚染土壌が明らか
となった際には、関連
法令等に基づき対象
物質の種類や含有状
況等に合わせた処理、
処分を行うことで、土
壌汚染を回避できる。

回避 a なし なし 

仮置場に
おける発
生土の適
切な管理 

発生土の仮置き場に
シート覆いを設置す
る等の管理を行うこ
とで、重金属等の有無
を確認するまでの間
の雨水等による重金
属等の流れを防止し、
土壌汚染を回避でき
る。 

回避 a なし なし 

工事排水
の適切な
処理 

工事排水について、処
理施設により法令に
基づく排水基準等を
踏まえ、水質の改善を
図るための処理をし
たうえで排水するこ
とで、土壌汚染を回避
できる。 

回避 a なし なし 

薬液注入
工法にお
ける指針
の順守 

薬液注入工法を施工
する際は「薬液注入工
法による建設工事の
施工に関する暫定指
針」に基づき実施する
ことで、土壌汚染を回
避できる。 

回避 a なし なし 

発生土を
有効利用
する事業
者への土
壌汚染に
関する情
報提供の
徹底 

発生土を他事業にお
いて有効利用するに
あたっては、当該事業
者が発生土の管理方
法について判断でき
るように、発生土の自
然由来重金属の含有
状況等に係る情報提
供を徹底することで、
二次的な土壌汚染を
回避できる。 

回避 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  
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表 9-7-1(13) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【文化財】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
及
び
存
在 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財
への影
響の回
避又は
低減 

適切な構
造及び工
法 の 検
討・採用

必要な範囲で
地上への仮設
物の設置や橋
脚の設置を避
ける等、文化財
の状況に応じ
た構造、工法等
を検討し、採用
することで、埋
蔵文化財への
影響を回避又
は低減できる。

回避
・ 

低減
a なし なし 

試掘・確
認調査及
び発掘調
査の実施

事前に埋蔵文
化財の範囲及
び性格等を明
らかにし、自治
体等関係機関
との調整のう
え、必要となる
届出を行い、試
掘・確認調査を
実施したうえ
で、必要により
文化財として
の価値を後世
に継承するた
めに発掘調査
を実施する。こ
れらにより、文
化財が記録保
存され、影響を
回避又は低減で
きる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

遺跡の発
見に関す
る届出及
び関係機
関との協
議・対処

法令に基づき、
調査中及び工
事中に新たに
遺跡を発見し
たときには、そ
の旨を教育委
員会へ届出を
し、その後の取
扱いは関係機
関と協議を行
い対処する。こ
れらにより、埋
蔵文化財への
影響を回避又は
低減できる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(14) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【安全（交通）】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

交
通
量
、
交
通
流
へ
の
影
響 

交 通
量、交
通流へ
の影響
の回避
又は低
減 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行計画
の配慮 

必要に応じて
資材及び機械
の運搬に用い
る車両の運行
ルートの変更
及び運行時間
帯の管理等を
行うことによ
り、車両の集中
による交通流
への局地的な
影響を回避又
は低減できる。
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
低減 

工事に使
用する道
路、搬入時
間及び法
定制限速
度の遵守 
 

通学路や交通
混雑の程度を
把握したうえ
で、工事に使用
する道路、搬入
時間等を設定
することによ
り、交通安全へ
の影響を低減
できる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

交通安
全への
影響の
低減 

工事従事
者への講
習・指導 

工事用車両運
転者への交通
マナーや安全
確保のルール、
周辺の通学路
や通学時間帯
等の講習・指導
は、事故発生の
未然防止につ
ながり、交通安
全への影響を
低減できる。 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(15) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【安全（交通）】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

資
材
及
び
機
材
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

交
通
安
全
へ
の
影
響 

交通安
全への
影響の
回避又
は低減 

工事計画
の周知 

工事を行う期
間等、工事計画
の内容につい
て周辺住民に
周知を図るこ
とで、交通の安
全性を確保す
るための注意
喚起を促すこ
とができる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

交通誘導
員による
誘導 

工事用車両の
通行時には、施
工ヤード出入
口に交通誘導
員を配置し、工
事用車両の出
入を誘導する
ことで、安全か
つ円滑な工事
用車両の通行
を確保するこ
とができる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

迂回ルー
トの設定
時に対す
る配慮 

迂回ルートを
設定する必要
が生じた場合
は、周辺の道路
状況を考慮し
て設定するこ
とで、安全かつ
円滑な通行を
確保すること
ができる。 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

交通安
全への
影響の
低減 

車両整備
の徹底 

工事用車両の
整備を徹底す
ることにより、
故障及び不具
合による事故
発生の未然防
止につながり、
交通安全への
影響を低減で
きる。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(16) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への影

響 
工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 

重要な種
の生息地
の全体又
は一部を
回避 

重要な種の
生息環境の
全体又は一
部を回避す
ることで、
影響を回避
又は低減で
きる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする
こと 

重要な種の
生息環境の
改変をでき
る限り小さ
くすること
で、影響を
回避又は低
減できる。

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(17) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への影

響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
工
事
施
工

ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 息
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 

侵入防止
柵の設置 

中型及び大
型の哺乳類
等の侵入に
よる影響を
回避又は低
減できる。

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

工
事
に
よ
る
移
動
阻
害 

移 動 阻
害 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小動物等
が脱出可
能な側溝
の設置 

爬虫類及び
両生類等へ
の影響を低
減できる。

低減 a なし なし 

小動物等
の移動経
路の確保 

哺乳類、爬
虫類及び両
生類等への
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(18) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への影

響 
工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及

び
工
事
用
道
路
の
設
置 

河
川
を
生
息
環
境
と
す
る
保
全
対
象
種

全
般 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁 水 の
流 入 に
よ る 影
響 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 

汚濁処理
設備及び
仮設沈砂
池の設置 

汚濁処理設
備及び仮設
沈砂池の設
置により汚
濁水の発生
が抑えられ
ることで、
魚類等の生
息環境への
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

昆
虫
類
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に
伴 う 生
息 環 境
へ の 影
響 の 低
減 

照明の漏
れ出しの
抑制 

設置する照
明は極力外
部に向けな
いよう配慮
す る こ と
で、走光性
の昆虫類等
への影響を
低 減 で き
る。 

低減 a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

資材運搬
等の適正
化 

運行ルート
を自然環境
保全地域な
ど動物の重
要な生息地
を出来る限
り回避する
よ う 設 定
し、配車計
画を運行ル
ートに応じ
た車両の台
数や速度、
運転方法な
どに留意し
て計画する
ことにより
動物全般の
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(19) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素 
への影

響 
工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物

の
除
去
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

鳥
類
（
猛
禽
類
）
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に
伴 う 生
息 環 境
へ の 影
響 の 低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防音シー
ト、低騒
音・低振動
型の建設
機械の採
用 
 
 
 
 
 
 

低騒音・低
振動型の建
設機械の採
用により、
騒音、振動
の発生が抑
えられるこ
とで、鳥類
等の生息環
境への影響
を低減でき
る。 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

工事従事
者への講
習・指導 

不用意な林
内への立ち
入り及びゴ
ミ捨ての禁
止等につい
て工事従事
者に指導す
ることで、
人為的な攪
乱による影
響を低減で
きる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(20) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置 

の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への影

響 
工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改
変 に よ
る 生 育
環 境 の
消 失 等
の 回 避
又 は 低
減 

重要な種
の生育環
境の全体
又は一部
を回避 

重要な種の
生育環境の
全体又は一
部を回避す
ることで、
影響を回避
又は低減で
きる。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

工事に伴
う改変区
域をでき
るだけ小
さくする
こと 

重要な種の
生育環境の
改変をでき
る限り小さ
くすること
で、重要な
種への影響
を回避又は
低 減 で き
る。 

回避
・ 

低減
a なし なし 

河
川
を
生
育
環
境
と
す
る
保
全
対
象
種
全
般 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁 水 の
流 入 に
よ る 影
響 の 低
減 

汚濁処理
設備及び
仮設沈砂
池の設置

汚濁処理設
備及び仮設
沈砂池の設
置により汚
濁水の発生
が 抑 え ら
れ、また排
水の水温を
下げること
で、水辺の
植物等の生
育環境への
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
育
環
境
へ
の
影
響

工 事 に
伴 う 生
育 環 境
へ の 影
響 の 低
減 

工事従事
者への講
習・指導

工事区域外
への不必要
な立ち入り
等を制限す
ることで、
踏みつけ等
による重要
な種への影
響を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(21) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への影

響 
工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の

除
去
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
・
生
育
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
息・生育
環境の消
失等の回
避又は低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重 要 な 種
の生息・生
育 地 の 全
体 又 は 一
部を回避 

重要な種の
生息・生育
環境の全体
又は一部を
回避するこ
とで、影響
を回避又は
低 減 で き
る。 
 
 
 
 
 
 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

工 事 に 伴
う 改 変 区
域 を で き
る 限 り 小
さ く す る
こと 

重要な種の
生息・生育
環境の改変
をできる限
り小さくす
ることで、
重要な種へ
の影響を回
避又は低減
できる。 
 
 
 
 
 
 
 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(22) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への影

響 
工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事

用
道
路
の
設
置 

保
全
対
象
種
全
般 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
環
境
の
消
失
・
縮
小 

地表改変
による生
息環境の
消失等の
回避又は
低減 
 
 
 
 

侵 入 防 止
柵の設置 

中型及び大
型の哺乳類
等の侵入に
よる影響を
回避又は低
減できる。

回避
・ 

低減
a なし なし 

工
事
に
よ
る
移
動
阻
害 

移動阻害
の低減 
 
 
 
 
 
 
 

小 動 物 等
が 脱 出 可
能 な 側 溝
の設置 

爬虫類及び
両生類等へ
の影響を低
減できる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

小 動 物 等
の 移 動 経
路の確保 

哺乳類、爬
虫類及び両
生類等への
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(23) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分 

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への影

響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用

道
路
の
設
置 

河
川
を
生
息
・
生
育
環
境
と
す
る
保
全
対
象
種
全
般

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の流
入による
影響の低
減 

汚 濁 処 理
設 備 及 び
仮 設 沈 砂
池の設置 

汚濁処理設
備及び仮設
沈砂池の設
置により汚
濁水の発生
が 抑 え ら
れ、また排
水の水温を
下げること
で、魚類及
び水辺の植
物 等 の 生
息・生育環
境への影響
を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

昆
虫
類
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
等
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事等に
伴う生息
環境への
影響の低
減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

照 明 の 漏
れ 出 し の
抑制 

設置する照
明は極力外
部に向けな
いよう配慮
す る こ と
で、走光性
の昆虫類等
への影響を
低 減 で き
る。 

低減 a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

資 材 運 搬
等 の 適 正
化 
 
 
 

運行ルート
を自然環境
保全地域な
ど動物の重
要な生息地
を出来る限
り回避する
よ う 設 定
し、配車計
画を運行ル
ートに応じ
た車両の台
数や速度、
運転方法な
どに留意し
て計画する
ことにより
動物全般の
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(24) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措
置の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環
境要素
への影

響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行
、
切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の

除
去
、
工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置 

鳥
類
（
猛
禽
類
）
の
保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴
う生息環
境への影
響の低減
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防 音 シ ー
ト 、 低 騒
音・低振動
型 の 建 設
機 械 の 採
用 
 
 
 
 
 
 

低騒音・低
振動型の建
設機械の採
用により、
騒音、振動
の発生が抑
えられるこ
とで、鳥類
等の生息環
境への影響
を低減でき
る。 

低減 a なし なし 

保
全
対
象
種
全
般 

工
事
に
伴
う
生
息
・
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴
う生息・
生育環境
への影響
の低減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工 事 従 事
者 へ の 講
習・指導 

不用意な林
内への立ち
入り及びゴ
ミ捨ての禁
止等につい
て工事従事
者に指導す
ることで、
人為的な攪
乱による影
響を低減で
きる。 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(25) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【景観】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
及
び
存
在

景
観
へ
の
影
響 

景 観 へ
の 影 響
の 回 避
又 は 低
減 

改 変 区 域
を で き る
限 り 小 さ
く す る こ
と 

改変区域をでき
る限り小さくす
ることで、景観
等への影響を回
避又は低減でき
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回避
・ 

低減
a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(26) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【人と自然との触れ合いの活動の場】 

影響要因 影響 
検討の
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置
及
び
存
在 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場
への影
響の低
減 

工 事 施 工
ヤ ー ド 外
へ の 工 事
用 車 両 の
進入禁止 

工事施工ヤード
外への工事用車
両の進入を原則
禁止することに
より、利用性へ
の影響を緩和す
る こ と が で き
る。 
 
 

低減 a なし なし 

市 民 及 び
利 用 者 へ
の 工 事 情
報 等 の 適
切な周知 

案内板及びチラ
シ等により、利
用上の支障事項
及び迂回ルート
等を周知するこ
とで利用性への
影響を緩和する
ことができる。
 
 

低減 a なし なし 

工 事 施 工
ヤ ー ド 及
び 工 事 用
道 路 を で
き る 限 り
小 さ く す
ること 

工事施工ヤード
において、工事
の規模に適した
規格の設備や建
設機械を使用す
ること及びその
設備等の配置を
効率的にするこ
とで、施工ヤー
ドの設置による
改変が小さくな
る よ う 計 画 す
る。また、人と
自然との触れ合
いの活動の場の
機能を把握した
うえで、利用性
への影響を小さ
くするような工
事用道路のルー
ト及び仕様を計
画していくこと
で利用性への影
響を緩和するこ
とができる。 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(27) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【廃棄物等】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

切
土
工
等
又
は
既
存
の
工
作
物
の
除
去 

建
設
工
事
に
伴
う
副
産
物
の
発
生 

副産物
の発生
量の低
減 

建 設 発 生
土 の 再 利
用 

建設発生土は本
事業内 で 再利
用、他の公共事
業等への有効利
用に努める等、
活用を図ること
で、取り扱う副
産物の量を低減
できる。 
 

低減 a なし なし 

建 設 汚 泥
の 脱 水 処
理 

真空脱水（ベル
トフィルタ）、
遠心脱水（スク
リ ュ ー デ カ ン
タ）、加圧脱水
（フィルタープ
レス）、並びに
加 圧 絞 り 脱 水
（ ロ ー ル プ レ
ス、ベルトプレ
ス）等のプラン
ト内の機械を用
いて脱水する機
械式脱水処理、
天日乾燥、底面
脱水、並びにト
レンチ工法等の
強制乾燥や自重
圧密により含水
比低下を促す自
然式脱 水 処理
等、含水比に応
じた脱水処理に
より減量化を図
ることで、取り
扱う副産物の量
を低減できる。
 

低減 a なし なし 

副 産 物 の
分別・再資
源化 

場内で細かく分
別し再資源化に
努めることで、
取り扱う副産物
の量を低減でき
る。 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 

 

  



 9-110

表 9-7-1(28) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【温室効果ガス】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施
主
体

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

温室効
果ガス
の発生
量の低
減 

低炭素型
建設機械
の選定 

低炭素型建設機
械（例えば油圧シ
ョベルではCO2排
出量が従来型に
比べ10％低減）の
採用により、温室
効果ガスの排出
量を低減できる。
 
 
 
 

低減 a なし なし 

高負荷運
転の抑制 

建設機械の高負
荷運転を抑制す
ることにより、温
室効果ガスの排
出量を低減でき
る。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

工事規模
に合わせ
た建設機
械の選定 

工事規模に合わ
せて必要以上の
建設機械の規格、
配置及び稼働と
ならないように
計画することで、
温室効果ガスの
排出量を低減で
きる。 
 
 
 

低減 a なし なし 

建設機械
の点検・
整備によ
る性能維
持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検 や 日 々 の 点
検・整備により建
設機械の性能を
維持することで、
温室効果ガスの
排出量を低減で
きる。 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-1(29) 環境への負荷（発生土置き場等）に関する環境保全措置の検討結果 

【温室効果ガス】 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措置 
の効果 

措置
の 

区分

実
施 
主
体 

効果
の 

不確
実性 

他の環境要素
への影響 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働
、
資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

温室効
果ガス
の発生
量の低
減 

資 材 及 び
機 械 の 運
搬 に 用 い
る 車 両 の
点検・整備
に よ る 性
能維持 

法令上の定めに
よる定期的な点
検 や 日 々 の 点
検・整備により
資材及び機械の
運搬に用いる車
両の性能を維持
することで、温
室効果ガスの排
出量を低減でき
る。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

低 燃 費 車
種の選定、
積 載 の 効
率化、運搬
計 画 の 合
理 化 に よ
る 運 搬 距
離 の 最 適
化 

低燃費車種の選
定、積載の効率
化、合理的な運
搬計画の策定に
よる運搬距離の
最 適 化 等 に よ
り、温室効果ガ
スの排出量を低
減できる。 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

鉄 道 貨 物
を 活 用 し
た 発 生 土
の運搬 

鉄道貨物を活用
して発生土を運
搬することによ
り、温室効果ガ
スの排出量を低
減できる。 
 
 
 
 
 

低減 a なし なし 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 

 

環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、「第 10 章 事後調査」に示す調査及び影

響検討を行う。 
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